
  

京都市地球温暖化対策計画〈2021-2030〉 

（改定案） 

京都市 

2021（令和３）年３月策定 
2026（令和８）年●月改定 



計画改定の趣旨 

１ 計画改定の必要性 

 ⑴ 気候変動による影響が一層顕在化・深刻化し、気候危機とも言える状況下において、行

政はもとより、市民・事業者などあらゆる主体にとって、地球温暖化対策は喫緊の課題と

なっています。京都市の地球温暖化対策計画は、2030 年度までを計画期間として 2020 年

度に策定しましたが、策定から５年が経過し、その後の社会情勢の変化、最新の知見、技

術開発などを踏まえて対策を進化させていくことが重要です。 
 ⑵ 京都市は、京都議定書誕生の地として、全国で初となる地球温暖化対策に特化した条例

を制定し、他の自治体にはない義務規定をはじめ、市民・事業者の皆様の御理解と御協力

の下、様々な施策に取り組んできた結果、温室効果ガス排出量は、着実に減少してきてい

ます。しかしながら、近年、削減ペースが鈍化傾向にあり、2030 年度まで残り５年程度と

なる中、目標の達成に向け、引き続き、一層の削減を図っていく必要があります。 
 ⑶ 国においては、2025 年 2 月に、新たな地球温暖化対策計画等を策定し、これまでの 2030

年度削減目標に加え、2050 年カーボンニュートラルに向けた新たな中間目標として、2035
年度及び 2040 年度の削減目標が設定されるとともに、脱炭素に向けた取組・投資やイノ

ベーションを加速させ、排出削減と経済成長の同時実現に資する地球温暖化対策を推進す

る方向性が示されました。 

 ⑷ この度、上記の状況を踏まえ、脱炭素社会の着実な実現に向け、計画を改定することと

しました。 
 

２ 主な改定内容 

 ⑴ 削減目標について 
   2030 年度目標について、1.5℃目標の達成に向けて、できるだけ早期の削減を図ること

を目指し、「2030 年度 46％削減」から「2030 年度 46％以上削減」とし、46％削減を着実

に達成し、さらに高みを目指していくこととします。 
   また、2030 年度以降についても、2050 年カーボンニュートラルに向け、弛まず削減を

進めていくための直線的な経路として、「2035 年度 60％削減、2040 年度 73％削減」を新

たに設定します。 
 ⑵ 取組の強化・拡充について 
   改定前計画策定時からの温室効果ガス排出量の削減状況を踏まえ、まずは、2030 年度目

標の達成に向け、引き続き、ライフスタイル、ビジネス、エネルギー、モビリティの４つ

の分野における幅広い取組を進め、特に、再エネ・自家消費※の拡大と徹底した省エネ対策

の促進を図ります。あわせて、森林等の二酸化炭素の吸収源対策や、気候変動の影響を軽

減するための適応策を進めます。 
また、2050 年温室効果ガス排出量実質ゼロの実現に向け、イノベーションやグリーン人

材の育成など、現時点から検討し、取り組むべき施策を計画に掲げ、推進していきます。 
  ※ 再エネ発電設備により発電した電気を自ら使用すること。 

 ⑶ その他 
   削減目標の見直しや最新の温室効果ガス排出実績を踏まえ、今後の温室効果ガス排出量

の削減見込量等の数値を見直し・更新しました。 
  ※ 改定前計画策定時の 2030 年度削減目標：40％以上削減（2013 年度比）   



 
 

１章 地球温暖化を取り巻く状況 · · · · · · · · · · · · · · · ·    １ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · １ 地球温暖化と気候危機    １ 

· · · · · · · · · · · · · · · ２ 地球温暖化対策に関する国際的動向    ３ 

· · · · · · · · · · · · · · · ３ 地球温暖化対策に関する国内の動向    ５ 

２章 これまでの京都市の地球温暖化対策 · · · · · · · · · · · ·    ８ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · １ 京都市の地球温暖化対策の経緯    ８ 

· · · · · · · · · · · · · · ２ これまでの地球温暖化対策の進捗状況   １０ 

３章 計画の基本的事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  １３ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · １ 計画の位置付け   １３ 

· · · · · · · · · · ２ 計画期間及び温室効果ガス排出量の削減目標等   １４ 

４章 計画の基本方針 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   １６ 

 １ 2050 · · · · · · · · · · · · · ·年の京都の姿 －目指す社会像－   １６ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ２ 取組の基本的な考え方   １８ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ３ 各主体の役割   ２１ 

 ４ 2030 · · · · · · · · · ·年度の温室効果ガス削減見込量と削減方法   ２３ 

５章 温室効果ガスの排出抑制・吸収源対策（緩和策） · · · · ·   ２８ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · １ 緩和策の進め方   ２８ 

· · · · · · · · · · ２ ４つの分野の転換と森林・農地等の吸収源対策   ２９ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ・ ライフスタイルの転換   ２９ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ・ ビジネスの転換   ３５ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ・ エネルギーの転換   ４０ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ・ モビリティの転換   ４５ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ・ 森林・農地等の吸収源対策   ４９ 

６章 気候変動の影響への対策（適応策） · · · · · · · · · · · ·   ５３ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · １ 適応策の進め方   ５３ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ２ 分野別の対策   ５７ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ・ 自然災害   ５７ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ・ 健康・都市生活   ５８ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ・ 水環境・水資源   ５９ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ・ 農業・林業   ６０ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ・ 自然生態系   ６１ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ・ 文化・観光・地場産業   ６２ 

７章 計画の進行管理 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   ６３ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · １ 推進体制   ６３ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ２ 計画の進行管理   ６４ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ３ 年次報告書の作成・公表   ６４ 

巻末資料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   ６５ 

目 次 



1 
 

  １章 地球温暖化を取り巻く状況 

地球温暖化と気候危機 

 ⑴ 地球温暖化の現状 

   地球温暖化とは、二酸化炭素（CO2）などの熱を吸収する性質を持つ「温室効果

ガス」が、人間の活動に伴って排出され、大気中の濃度が高まり、地球の気温が上

昇する現象のことです。 
   私たちは、産業革命以降、石炭や石油などの化石燃料を消費してきました。それ

に伴って温室効果ガスが排出され、地球温暖化が進行しています。 
   IPCC1が 2023 年 3 月に公表した「第 6 次評価報告書統合報告書」では、2011～

2020 年の世界全体の平均気温は 1850 年～1900 年に比べて、1.1℃上昇したとされ

ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⑵ 地球温暖化の影響と将来予測 

   近年、世界各地で地球温暖化が原因と考えられる豪雨や熱波、干ばつ等の影響が

一層顕在化・深刻化しています。 
   世界の平均気温についても、世界気象機関（WMO）によると、2015～2024 年の

10 年間は記録上最も暖かく、また、単年ではありますが、2024 年は工業化前レベ

ル（1850 年～1900 年世界平均気温）と比べて 1.55℃上昇し、初めて 1.5℃を超え

たとされました。 
   また、日本でも近年、線状降水帯2を伴う豪雨や記録的な猛暑など、地球温暖化が

 
1  Intergovernmental Panel on Climate Change（気候変動に関する政府間パネル）の略。人為起源による気候変化、影響、適応

及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行い、報告書を作成することを目的として、1988

年に世界気象機関（WMO）と国連環境計画（UNEP）により設立された組織 
2  次々と発生する発達した雨雲（積乱雲）が列をなし、組織化した積乱雲群が、数時間にわたってほぼ同じ場所を通

過または停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ50～300km程度、幅20～50km程度の強い降水をともなう

雨域 

地球温暖化のしくみ 

 CO2 やメタン、代替フロン類などの「温室効果ガス」

は、「地球の服」の役割を果たし、太陽から届いたエネ

ルギーで暖められた地表から宇宙に出ていく熱の一

部を吸収し、地表付近を暖める働きをしています。こ

のガスのおかげで、地球の平均気温は 14℃前後に保

たれてきました。温室効果ガスがなければ、地球の平

均気温は－19℃になってしまいます。 

 大気中に温室効果ガスが増えていくと、宇宙に出て

いくときの熱の吸収量が増え、地表付近が暖まりすぎ

てしまい、地球が温暖化します。このように、地球の

気候は微妙なバランスの上に成り立っています。 出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 
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＜日本における影響の予測＞ 

気候への影響項目 
地球温暖化対策を強化し、 

脱炭素社会を実現した場合 

地球温暖化対策を 

実施しなかった場合 

平均気温 約 1.4℃上昇 約 4.5℃上昇 

海面水温 約 1.13℃上昇 約 3.45℃上昇 

激しい雨の頻度 約 1.8 倍 約 3.0 倍 

沿岸の海面水位 約 40cm 上昇 約 68cm 上昇 

※ 日本の気候変動 2025（文部科学省・気象庁）に基づき作成 

原因とされる気象現象が頻発しています。 
   IPCC の予測によると、このままでは世界全体の平均気温は、工業化前レベルと

比べて、今世紀末までに約 4℃上昇し、私たちの暮らしに大きな影響を及ぼす恐れ

があるとされています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⑶ 京都における地球温暖化の影響 

   京都では、都市化による影響も加わり、100 年で気温が約 2℃上昇しており、猛

暑日や熱帯夜の増加、冬日の減少などの影響が生じています。特に猛暑日について

は、年間日数が、2023 年～2025 年と 3 年連続で最多記録を更新し、2025 年は 61
日となりました。 
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100 年で約 2℃上昇 

※ 都市化に伴うヒートアイランド現象による影響もあります。 

図1．京都の平均気温の推移 

（年） 

（℃） 
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地球温暖化対策に関する国際的動向 

  1997 年に本市で開催された気候変動枠組条約第 3 回締約国会議（COP3）において

採択された「京都議定書」を機に、世界の地球温暖化対策は大きな一歩を踏み出しま

した。 
  現在、2015 年に採択された「パリ協定」や 2018 年に公表された IPCC「1.5℃特別

報告書」等を踏まえ、国による差異はあるものの、世界各国で脱炭素化に向けた取組

が進められています。 

【主な動向】 
年 会議・合意等 

1972 年 
○国際連合人間環境会議（ストックホルム会議） 

国際連合の場において、初めて環境問題が議論。以降、地球温暖化を中心とする環境

問題を分析する枠組みが整備。 
1988 年 ○気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の設立 
1992 年 ○気候変動枠組条約の採択 
1997 年 ○京都議定書の採択（COP3）  ※2005 年発効 

2010 年 
○カンクン合意の採択（COP16） 
 「世界全体の気温上昇を産業革命前に比べて2℃未満に抑えるためには、途上国にも削

減目標を求める」等の合意が採択 
2015 年 ○パリ協定の採択（COP21）  ※2016 年発効 

2 

図2．京都の年間熱帯夜数の推移 
（夜間最低気温25℃以上の日数） 

図 3．京都の年間猛暑日数の推移 
（日最高気温35℃以上の日数） 

図 4．京都の年間冬日数の推移 
（日最低気温0℃未満の日数） 

※ 図 2～4 中 棒グラフ：各年の値、折れ線：5 年移動平均、直線：長期変化傾向 

  

 

50年で＋22日 50年で＋10日 

50年で▲35.1日 
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年 会議・合意等 
2018 年 ○IPCC1.5℃特別報告書の公表 

2019 年 
○IPCC 京都ガイドラインの採択 
 京都市において IPCC の総会が開催され、パリ協定の実施（2020 年からスタート）に不

可欠な各国の温室効果ガス排出量の算定方法を示したガイドラインが採択 
2023 年 ○IPCC 第６次評価報告書統合報告書の公表 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都議定書 
 人類史上初となる地球温暖化

対策に関する国際的な約束事。 
 1997 年 12月に COP3におい

て採択、2005 年 2 月 16 日に発

効。 
 先進国の温室効果ガス排出量

の削減について、2008～2012 年

の 5 か年における数値目標（日

本：1990 年比▲6%、EU 加盟国

全体：同年比▲8%など）を定め

たもの。 

パリ協定 
 2015 年 12 月に COP21 において、京都議定書の約

束期間以降の 2020 年からの新たな地球温暖化対策の

世界的枠組みとして採択。翌 2016 年 11 月に発効。 
 対象がこれまでの先進国から、気候変動枠組条約に

加盟する 197 の国・地域に拡大。温室効果ガスを削減

し、石炭や石油などの化石燃料に依存しない社会を目

指す大きな転換点となった。 
 主要排出国を含む全ての締約国が気候変動に対す

る世界全体での対応に向けた「国が決定する貢献

（NDC）」を 5 年ごとに提出・更新することが定めら

れた。 

＜IPCC1.5℃特別報告書＞ 

 2018 年 10 月公表。気温上昇を 2℃ではなく 1.5℃に抑えることで明らかに地球温暖化による影響を軽減で

き、1.5℃以下に抑えるためには 2050 年頃までに二酸化炭素排出量をほぼ「正味（実質）ゼロ」にする必要が

あることが示されました。 

＜IPCC第６次評価報告書統合報告書＞ 

 2023 年３月公表。人間活動が主に温室効果ガスの排出を通じて地球温暖化を引き起こしてきたことには疑

う余地がないこと、オーバーシュート※しない又は限られたオーバーシュートを伴って温暖化を 1.5℃（>50%）に

抑える全てのモデル化された世界全体の経路や、温暖化を 1.5℃又は 2℃に抑えるために、この 10 年の間に

全ての部門において急速かつ大幅な温室効果ガスの排出削減が必要であること等が示されました。 
※ 所与の温暖化の水準を超えること 

 

 



5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

地球温暖化対策に関する国内の動向 

 ⑴ 緩和策（温室効果ガス排出抑制・吸収源対策）に係る動向 

   我が国は、京都議定書の採択を受け、「地球温暖化対策の推進に関する法律」を

制定するなど、取組を推進してきました。 
   近年では、2019 年 5 月の本市による 2050 年二酸化炭素排出量正味ゼロの表明

を皮切りに、国の積極的な働きかけにより、2050 年実質ゼロを目指す動きは全国

に広がっています。 
   国においても、2020 年 10 月に、「2050 年温室効果ガス排出量実質ゼロを目指

す」ことを表明し、現在、地球温暖化対策計画により、「2030 年度の温室効果ガス

排出量 46％削減（2013 年度比）、さらに 50％の高みに向け挑戦する」「2035 年度、

2040 年度において、温室効果ガスを 2013 年度からそれぞれ 60％、73％削減する」

という目標を掲げ、地球温暖化対策に取り組んでいます。 

  【主な動向】 
年 法・計画策定等 

1998 年 

○「地球温暖化対策推進大綱」の策定 
 京都議定書の採択を受け、2000 年以降、温室効果ガス排出量を 1990 年比で安定化さ

せること等を目標として、緊急に推進すべき地球温暖化対策を定めた。 
○地球温暖化対策の推進に関する法律の制定 
 地方公共団体、事業者、国民の果たすべき責務を明確化するとともに、国、地方公共団

体に対し、温室効果ガスの排出抑制のための措置に関する計画策定を義務化 

2005 年 

○京都議定書目標達成計画の策定 
 温対法に基づき、国、地方公共団体、事業者及び国民が講ずべき温室効果ガス排出抑

制措置等の基本的事項を策定するとともに、計画の目標を達成するために必要な国及び地

方公共団体の施策等を策定 

2009 年 ○2020 年目標の発表（COP15） 
【削減目標】2020 年度に 25％削減（1990 年度比） 

2013 年 ○カンクン合意履行のための削減目標を発表 
【削減目標】2020 年度に 3.8％削減（2005 年度比） 

2015 年 ○2030 年削減目標の公表 
【削減目標】2030 年度までに 2013 年度比 26％削減 

2016 年 
○地球温暖化対策計画の策定 
【削減目標】2020 年度までに 3.8％以上削減（2005 年度比）、2030 年度までに 26％削減

（2013 年度比）、2050 年までに 80％削減 

3 

＜温室効果ガス排出量実質ゼロとは＞ 

○ 化石燃料（石油や天然ガス、ガソリン等）の燃焼など、人為的な活動により大気中に排出される二
酸化炭素などの温室効果ガスの量と、森林吸収等により除去される量との差引きでゼロになる状態
のことです。 

○ 実質ゼロに向けては、徹底した省エネの推進と、化石燃料主体のエネルギーを再生可能エネルギー
に転換すること等で、温室効果ガス排出量を大幅に削減し、どうしても残る排出量については森林
吸収等により除去することによって達成していくことが必要です。 
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年 法・計画策定等 

2019 年 ○パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略の策定 
※今世紀後半のできるだけ早期の脱炭素社会の実現を目指す 

2020 年 ○2050 年温室効果ガス排出量実質ゼロを目指すことを表明 
2021 年 ○地域脱炭素ロードマップの策定 

2025 年 

○地球温暖化対策計画の策定 
【削減目標】2030 年度 46％削減（2013 年度比）（さらに、50％の高みに向け挑戦）、 

2035 年度 60％削減（同年度比）、2040 年度 73％削減（同年度比）、 
2050 年実質ゼロ 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ⑵ 適応策に係る動向 
   国全体として整合のとれた適応策を総合的かつ計画的に推進するため、2015 年

11 月に「気候変動の影響への適応計画」が策定されました。 
   また、2018 年 6 月には「気候変動適応法」が制定され、適応策についても着実

に推進することが明確に位置付けられました。2018 年 11 月には、法に基づき、一

層強力に適応策を推進するために「気候変動適応計画」が策定されました。 
   さらに、2023 年には、気候変動適応法が改正され、熱中症警戒情報や熱中症特

別警戒情報の法定化や、熱中症特別警戒情報発表時のクーリングシェルターの開放

など、熱中症予防を強化するための仕組みが創設されました。 
   なお、気候変動適応法では、適応策の推進において地方自治体の果たす役割が重

要であるとして、「地域気候変動適応計画」の策定と気候変動の影響及び適応に関

する情報の収集や整理、分析等を行う「地域気候変動適応センター」の体制整備が

努力義務として規定されています。 
 
 
 
  

＜地域脱炭素ロードマップ＞ 

 2021 年 6 月に、国において、2050 年カーボンニュートラルに向け、特に 2030 年までに集中して行う

取組・施策を中心に、地域の成長戦略ともなる地域脱炭素の行程と具体策を示すものとして取りまとめら

れました。 
 そのうち、「脱炭素先行地域」については、2030 年度までに少なくとも 100 か所を創出することとされ、

本市においては、2022 年に脱炭素先行地域に選定されました。（詳細は 9 ページを参照） 
 また、屋根置きなど自家消費型の太陽光発電の導入などの重点対策の実施を複数年度にわたり支援

する「重点対策加速化事業」についても、市域における民間建築物への太陽光発電設備等の設置や、

中小事業者の高効率機器導入の支援など、本市が実施を提案した事業が 2022 年に国に採択されまし

た。 
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＜気候変動による影響評価＞ 
 国において、国内における気候変動が我が国の自然や人間社会に与える影響を、分野ごとに、科学
的知見に基づき評価を行い、気候変動影響評価報告書として取りまとめられています（2020 年 12 月
発行）。 
 同報告書では、国内の平均気温の上昇や、大雨の発生頻度の増加等の長期的変化が観測されている
ことを受け、それらによる多様な影響が報告されています。また、今後も、気候変動の進行に伴い、
大雨や極端な高温によるリスクが高まることが予測されています。 
 影響評価は、「影響の重大性」、「対策の緊急性」、「評価の確信度」の 3 つの観点から評価しており、
以下に３つの観点がいずれも「高い」とされた分野のうち、自然的・経済的・社会的状況等を考慮し
て、本市にも関連するものを示します。 

関連する分野 主な影響例 
自然災害 大雨や台風の増加による水害の増加、土砂災害の増加等 

健康・都市生活 熱中症増加、都市インフラ・ライフライン（水道・交通等の寸断等）へ
の影響等 

水環境・水資源 水温・水質の変化、無降水日数の増加等 

農業・林業 水稲の高温による一等米比率の低下、りんご等の着色不良、病害虫・雑
草の増加、農業用水の不足等 

自然生態系 森林構成種の変化、生物多様性（在来種の分布等）の変化 

文化・観光・地場産業 季節性を有する製品の売上げの変化、森林を活用した企業の生産活動へ
の影響等 

 

＜地球温暖化対策－緩和策と適応策－＞ 
 IPCC によると、温室効果ガス排出量を減らすために最大
限取り組んだとしても、温暖化の影響は避けられないと予
測されています。 
 世界の平均気温は既に 1.1℃上昇し、様々な影響が顕在化
しているため、温室効果ガス排出量を抑制する「緩和策」と
並行し、気候変動の影響に対応する「適応策」を車の両輪と
して進める必要があります。 

緩和策 

温室効果ガス

を減らす 

適応策 
地球温暖化の

影響に備える 



8 
 

２章 これまでの京都市の地球温暖化対策  

京都市の地球温暖化対策の経緯 

  本市における地球温暖化対策は、「京都議定書」が採択された 1997 年の COP3 の開

催をきっかけとして大きく動き始めました。 
  2004 年には、地球温暖化対策に特化した全国初となる条例「京都市地球温暖化対策

条例（愛称：2050 京から CO2 ゼロ条例）」（以下「条例」という。）を制定し、市民・

事業者をはじめオール京都で地球温暖化対策を推進してきました。 
  2019 年には、全国に先駆けて 2050 年二酸化炭素排出量正味ゼロを表明し、2020

年には、条例を大幅に改正し、建築物に関する新たな義務規定を追加する等、対策を

一層強化しました。 
  また、2022 年には、国から脱炭素先行地域に選定されるなど、この間、継続して、

全国のモデルとなる取組を進めています。 

 （主な経緯） 
年 条例制定、計画策定等 

1997 年 ○京都市地球温暖化対策地域推進計画の策定 

2004 年 ○京都市地球温暖化対策条例の制定 
【削減目標】2010 年度 10%削減（1990 年度比） 

2006 年 ○京都市地球温暖化対策計画の策定 
2009 年 ○環境モデル都市として国から選定 

2010 年 
○京都市地球温暖化対策条例の改正 
【削減目標】2020 年度 25%削減（1990 年度比）、2030 年度 40%削減（1990 年度比）、長

期的には 80％以上削減（1990 年度比） 
2011 年 ○京都市地球温暖化対策計画〈2011-2020〉の策定 

2012 年 ○市会決議（原子力発電に依存しないエネルギー政策への転換と再生可能エネルギーの

普及拡大に関する決議） 

2013 年 ○京都市エネルギー政策推進のための戦略の策定 
 ※2021 年策定の京都市地球温暖化対策計画に統合 

2014 年 ○京都市地球温暖化対策計画〈2011-2020〉の改定 

2017 年 ○地球温暖化対策計画〈2011-2020〉の改定 
○持続可能な都市文明の構築に向けた京都宣言を発表 

2019 年 ○2050 年 CO2 排出量正味ゼロを表明 
○1.5℃を目指す京都アピールを発表 

2020 年 ○京都市地球温暖化対策条例の改正 
【削減目標】2030 年度 40%以上削減（2013 年度比）、2050 年ＣＯ２排出量正味ゼロ 

2021 年 
○地球温暖化対策計画〈2021-2030〉の策定 
○削減目標について、国の新たな目標を踏まえ、2030 年度 46％削減（2013 年度比）とす

ることを表明 
2022 年 ○脱炭素先行地域に選定 

 
  

1 
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持続可能な都市文明の構築を目指す京都宣言 

 
○ 2017 年 12 月、京都議定書誕生 20 周年を

記念し開催した「地球環境京都会議 2017
（KYOTO＋20）」で、「2050 年の世界の都市
のあるべき姿」等を盛り込んだ「持続可能な
都市文明の構築を目指す京都宣言」を発表 

＜2050 年の世界の都市のあるべき姿＞ 
・ 自然との共生が実現している。 
・ 市民の価値観やライフスタイルの転換が進

んでいる。 
・ 持続可能社会を構築する担い手が育成され

ている。 
・ 技術革新と同時に，気候変動による影響へ

の適応が進んでいる。 
・ 循環型社会が構築されている。 
・ 都市によるエネルギー自治が実現している。
・ 環境負荷の低減と利便性の向上が両立して

いる。 
・ 社会問題の平和的解決に貢献している。 

2050 年 CO2 排出量正味ゼロ表明 
1.5℃を目指す京都アピール 

 
○ 2019 年 5 月、IPCC 第 49 回総会の本市での開催を記

念したシンポジウムにおいて、京都市長が「2050 年ま

での二酸化炭素排出量正味ゼロを目指す覚悟」を全国

の自治体の長として初めて表明するとともに、環境大

臣をはじめとする関係者と「1.5℃を目指す京都アピー

ル」を発表 

 

＜1.5℃を目指す京都アピール＞ 

脱炭素化のために、 

・ 「1.5℃特別報告書」を踏まえた取組を推進していくこと 

・ 「京都宣言」の都市のあるべき姿を実現していくこと 

・ 気候変動対策が困難であるとしても、市民、事業者、地

域、大学、研究機関、NPO、行政等が力を合わせることに

より持続可能な未来を実現できることの認識を共有し、

2050 年頃までに二酸化炭素排出量の「正味ゼロ」に向け

て、あらゆる方策を追求し具体的な行動を進めていくこと

を、世界に向けて発信。 

＜脱炭素先行地域＞ 
 2030 年度までに民生部門（家庭部門及び業務部門）の電力消費に伴う CO2排出量の実質ゼロを実現す
る地域を創出するもので、本市においては、2022 年 11 月に国から選定されました。 
 「京都の文化・暮らしの脱炭素化で地域力を向上させるゼロカーボン古都モデル」をテーマとして、幅
広い分野から 40 を超える事業者が参画する推進体制の下、文化遺産、商店街、住まい等の脱炭素転換を
推進するために、様々な取組を進めています。また、これらの取組を通じて、地域課題の解決や住民の暮
らしの質の向上等、京都ならではの脱炭素転換モデルを構築していきます。 
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これまでの地球温暖化対策の進捗状況 

 ⑴ 温室効果ガス排出量の推移 
   東日本大震災以降、火力発電への依存度が上がり、電気の二酸化炭素排出係数 3

が悪化したことにより、特に電気の使用量が多い家庭部門及び業務部門の排出量が

増加しましたが、本市域における温室効果ガス排出量は、2012 年度をピークに着

実に削減が進み、最新実績となる 2023 年度の排出量は、基準年度である 2013 年

度に比べ、27.6％減少しています。 
 

 

 

排出係数3 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5．温室効果ガス排出量の推移 

 

 

  

 
3 電力会社が一定の電力を作り出す際にどれだけの二酸化炭素を排出したかを表す指標。「実二酸化炭素排出量÷販

売電力量」で算出され、「kg-CO2/kWh」という単位で表す 

2 

図6．部門別の温室効果ガス排出量の推移 

東日本大震災後の 
CO2排出係数 3の 
悪化による急増 

2023 

産業部門 
2013年度比 
▲35.5% 

運輸部門 
2013年度比 
▲11.0% 

家庭部門 
2013年度比 
▲28.9% 

業務部門 
2013年度比 
▲38.2% 

（万トン-CO2） 
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 ⑵ エネルギー消費量の推移 

   実際に排出された温室効果ガスのうち、8 割以上が、「電気」、「ガス」、「燃料油等」

のエネルギーの使用によるものです。そのため、温室効果ガス排出量を削減するた

めには、エネルギー消費量を減らす必要があります。 
   2023 年度の市域のエネルギー消費量は 71,748TJ4であり、2013 年度と比べると

9.3％の減となっています。また、ピーク時の 1997 年度に比べると 31.1%の減と大

幅な削減を達成しており、市民・事業者の皆様の省エネの努力をはじめとした地球

温暖化対策は着実に成果を挙げています。 
   なお、部門別のエネルギー消費量を見ると、中長期的に、産業部門、業務部門及

び運輸部門は減少傾向ですが、家庭部門は横ばいとなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
4 「Ｊ（ジュール）」は、エネルギーを表す単位で、「ＴＪ（テラジュール）」の「テラ」は10の12乗（1兆） 

（単位：ＴＪ） 

図7．エネルギー消費量の推移 

 

（年度） 
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 ⑶ 改定前計画に掲げる取組の進捗状況とその成果 
   改定前計画に掲げられた 159 の具体的取組を進めるとともに、計画策定以後の

プラスアクション（追加対策）として、脱炭素先行地域創出事業や重点対策加速化

事業などにも新たに取り組んでいます。 
   一方、温室効果ガス排出量については、改定前計画を策定した際の最新年度であ

る 2018 年度から直近の 2023 年度までにおいて、一定削減は進んでいるものの、

エネルギー消費量の削減や再生可能エネルギーの拡大、電気の排出係数の低下が想

定どおりに進んでおらず、従前と比べ、削減ペースが緩やかになっています。 
   改定前計画における「削減取組の目安」等に係る主な実績・進捗は次のとおりで

す。 

  ア エネルギー消費量の削減 
    目安：2030 年度▲18％以上（2018 年度比） 
    実績：2018 年度 75,202TJ ⇒ 2023 年度 71,748TJ（▲4.6％） 

  イ 消費電力に占める再生可能エネルギー比率の引上げ 
    目安：2030 年度 35％以上 
    実績：2018 年度約 15％ ⇒ 2023 年度 26.9％ 

  ウ 再生可能エネルギーの市域内での導入拡大 
    目安：2030 年度 250MW 
    実績：2018 年度 136MW ⇒ 2023 年度 158MW  ※FIT 認定情報から 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜条例で規定された制度の強化・拡充について＞ 
○ 本市では、京都市地球温暖化対策条例を制定し、事業活動の省エネ化や建築物への再生可能エネ

ルギー設備の導入促進のための義務制度を設けています。 

○ 令和２年１２月の条例改正等により、以下のとおり制度を強化・拡充し、前計画の取組開始以降

に順次運用し、省エネ化、再生可能エネルギーの普及等を一層進めています。 

① 特定事業者※の取組強化（第５計画期間（令和５～７年度）から） 
 ・ 目標削減率の引上げ（業務３％ → ６％、産業２％ → ４％、運輸１％ → ２％） 

 ・ 新車購入時のエコカー導入について、導入割合を引上げ（導入台数の２分の1 以上→３分の２以上） 
     ※ 次のいずれかに該当する事業者 

      ・ エネルギー使用量が原油換算で1,500キロリットル以上 
      ・ トラック100台以上、バス100台以上、タクシー150 台、鉄道車両150両以上のいずれかを保有 
      ・ エネルギー利用以外の温室効果ガス排出量が3,000 トン以上 

② 準特定事業者※に対する制度の新設（令和４年４月施行） 
 ・ エネルギー消費量や地球温暖化対策の取組状況等を報告 
     ※ 一定規模以上（事業の用に供する建築物で、その用に供する部分の床面積の合計が１,０００㎡以上。ただし、特定事業

者を除く）の床面積の建築物を所有又は使用している事業者 

③ 建築物への再生可能エネルギー設備の導入促進 

 ・ 特定建築物※への導入義務量を引上げ（３万ＭＪ→６万ＭＪ～４５万ＭＪ）（Ｒ４年４月施行） 
     ※ 延べ床面積２,０００㎡以上の建築物の新築・増築 

 ・ 準特定建築物※を導入義務の対象に追加（導入義務量：３万ＭＪ）（Ｒ４年４月施行） 
     ※ 延べ床面積３００㎡以上２,０００㎡未満の建築物の新築・増築 

 ・ 建築士に対する、建築主への再生可能エネルギー設備に関する説明義務を新設（Ｒ3 年４月施行） 

④ 地域産木材の利用拡大（令和３年４月施行） 

 ・ 特定建築物における利用可能範囲を拡大（建築物内→敷地内） 
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分野横断的な戦略 

３章 計画の基本的事項  

計画の位置付け 

 ⑴ 位置付け 
   本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第 21 条に基づく「地方公共団体

実行計画（区域施策編）」及び気候変動適応法第 12 条に基づく「地域気候変動適応

計画」です。 
   また、京都基本構想に基づく分野別計画及び京都市環境基本計画の個別計画であ

るとともに、条例第 10 条に規定する「地球温暖化対策計画」として策定します。 

 ⑵ 他の計画との関係 

   全ての政策は脱炭素を基本に推進していくことが必要であり、また、脱炭素が自

然環境保全はもとより、生活の質の向上や持続的な経済発展に資するよう、幅広い

観点を踏まえ推進することが重要であるため、生物多様性の保全や循環型社会の構

築をはじめとする環境保全分野に加え、まちづくり、産業、健康福祉などあらゆる

分野の関連計画と連携して取組を推進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1
２ 

 

京都基本構想  
今後四半世紀の市政の基本方針 

京都市地球温暖化対策計画※ 
地球温暖化対策を総合的に推進するための計画 

【環境保全分野】 
❖ 京都市生物多様性プラン 
❖ 京都市循環型社会推進基本計画 
❖ 京都市バイオマス産業都市構想 
❖ 京都市産業廃棄物処理指導指針 
❖ 京都市環境教育・学習基本指針 

京都市環境基本計画 
環境保全に関する施策を総合的に推進するための計画 

連携 連携 

【まちづくり等の分野】 
❖ 京都市都市計画マスタープラン 
❖ 京都市地域コミュニティと市民参加に関

するビジョン（仮称） 
❖ 京都市景観計画 
❖ 京都市みどりの基本計画 
❖「歩くまち・京都」総合交通戦略 
❖ 京都市自転車総合計画 
❖ 京都市住宅マスタープラン 
❖ 京都市水共生プラン 

【産業分野】 
❖ 京都市農林行政基本方針 
❖ 京都観光・ＭＩＣＥ振興計画（仮称） 

【健康福祉分野】 
❖  
❖ 京都市民長寿すこやかプラン 
❖ 京都市はぐくみプラン 

上記以外の計画とも連携して進めていきます。 

連携 

新京都戦略 

※ 「京都市自動車環境対策計画」及び 
「京都市バイオマス活用推進計画」、 
「京都市エネルギー政策推進のための戦略」 
の関連分野を統合 

京都基本構想に基づく分野別計画 政策分野ごとの取組を推進するための計画 

図8.関連計画との関係 
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計画期間及び温室効果ガス排出量の削減目標等 

 ⑴ 計画期間 

   2021 年度から 2030 年度までの 10 年間 
   2030 年度の削減目標達成に向けた具体的な取組を中心に記載するとともに、

2050 年実質ゼロの実現に向けて中長期的に検討すべき施策を記載します。 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 削減の対象となる温室効果ガス 

   計画において削減の対象とする温室効果ガスは、下表の 7 種類のガスを対象とし

ます。なお、温室効果ガス排出量は、これらのガスの排出量を各々算定し、温室効

果を二酸化炭素相当に換算（地球温暖化係数5を乗じる）したうえで算出します。 

 

 ⑶ 温室効果ガス排出量の削減目標 

   2050 年温室効果ガス排出量実質ゼロからのバックキャストの考え方に立つとと

もに、1.5℃目標の達成に向けて、できるだけ早期の削減を図ることを目指し、市域

からの温室効果ガス排出量の2030年度の削減目標を「2013年度比46％以上削減」

（46％削減を着実に達成し、さらに高みを目指していく。）とします。 
   また、2050 年温室効果ガス排出量実質ゼロに向け、弛まず削減を進めていくた

めの直線的な経路として、2035 年度の削減目標を「2013 年度比 60％削減」、2040
年度の削減目標を「2013 年度比 73％削減」とします。 

 
5 二酸化炭素を基準にして、他の温室効果ガスがどの程度温暖化する能力があるかを表した数値 

温室効果ガスの種類 主な排出源 
地球温暖化

係数 

市域における排出量及び
構成比(2023 年度) 

(万トン-CO2) 

二酸化炭素（CO2）  

家庭や事務所での化石燃料由
来の電気・ガス・灯油などの
消費、自動車でのガソリン・
軽油の消費など 

1 543.2（91.7%） 

メタン（CH4）  
稲作、有機物の発酵、下水処
理など 

28 2.8（0.5%） 

一酸化二窒素（N2O）  
下水汚泥の燃焼、下水処理な
ど 

256 7.0（1.2%） 

代
替
フ
ロ
ン
等 

ハイドロフルオロカー
ボン（HFCs） 

業務用エアコン・冷蔵庫から
の漏出など 

4～12,400 

39.3（6.6%） パーフルオロカーボン
（PFCs）  

半導体製造プロセスなど 
6,630～
11,100 

六フッ化硫黄（SF6）  電気絶縁体など 23,500 
三フッ化窒素（NF3）  半導体製造プロセスなど 16,100 

2013 
基準年度 

2021 2030 2050 
長期目標 

温室効果ガス排出量 
実質ゼロ 

計画期間 
2021～2030 

2025 
計画改定 

2 

表1．温室効果ガスの主な排出源と地球温暖化係数など 
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（目標・削減のイメージ） 

 

 

 

 

  

図13．京都市の温室効果ガス排出量の推移と削減目標の関係  

 バックキャスティングとは、目指す将来を設定し、そこを起点に目標の達成に向けて、やるべきこ

とを検討する考え方です。過去の実績や、現状からできそうなことを積み上げて考えること＝フォア

キャスティングの対義語として使われます。 

 脱炭素社会の実現のような長期的な目標や、現在の延長線上にはない将来を実現するために使われ

る思考法です。 

バックキャスティング 

目標から逆算して、やるべきことを考える 

コラム バックキャスティングの考え方 

現状 

目指す 

将来 

実現でき

そうな 

将来 

フォアキャスティング 

実績や現状から、できそうなことを考える 

＜中長期的な削減目標＞ 

市域からの温室効果ガス排出量を 

2030 年度 2013 年度比 46％以上削減 

2035 年度 2013 年度比 60％削減 

2040 年度 2013 年度比 73％削減 

2050 年  実質ゼロ 
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 「2050 年温室効果ガス排出量実質ゼロ」は、これまでの取組の延長だけでは届かない高い目

標です。目標達成に向けては、市民、事業者などあらゆる主体が、危機感や目指す姿を共有し、

それぞれの役割に応じて、自主的、積極的に取組を進めていくことが必要です。 
 取組を進めるに当たり、2050 年に実現を目指す姿や今後の地球温暖化対策の推進に必要と

なる取組の考え方などの基本的な方針を定めます。 
 

2050 年の京都の姿 －目指す社会像－  

  脱炭素社会の実現には、産業革命以降、社会経済の成長を支えてきた、化石資源・エネル

ギーへの依存から脱却し、京都が培ってきた、悠久の自然と共生する文化、しまつの心に象

徴されるものを大切にする伝統、常に外からの刺激を受容し、咀嚼する先駆や進取の気風を

礎に、持続可能なエネルギーや資源の利用を前提とした温室効果ガスを排出しない生活、社

会・経済活動へ転換していくことが重要です。 

  このことから、2050 年の京都が目指す社会像を「悠久の自然との共生の中で育んできた

生活様式・文化様式や知恵、新たな技術を融合し、脱炭素が、生活の質の向上、持続的な経

済発展と共に実現されている『将来の世代が夢を描ける豊かな京都』」とします。 
  また、持続可能な都市文明の構築を目指す京都宣言で掲げた 2050 年の世界の都市のある

べき姿及び「京都市地球温暖化対策計画＜2011-2020＞」に掲げた 2030 年度の 6 つの社会

像も踏まえ、2050 年の「暮らしの姿」「仕事の姿」「まちの姿」を提示します。 
  記載している3 つの姿の内容は、今後も、様々な主体と議論を行い、ブラッシュアップさ

せていくとともに、その内容をしっかりと共有することで、あらゆる主体による自主的・積

極的な取組を促進し、今後必要となる対策の進化へつなげます。 
  

４章 計画の基本方針 

1 
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2050 年の京都が目指す社会像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜仕事の姿＞ 

 オ フ ィ ス 環境性能が高く、健康・快適で、エネルギーを自給自足するオフィスやビルが標

準化 

 ビジネススタイル “大量生産・消費”のビジネスモデルから脱却し、サーキュラーエコノミーといった

持続可能な資源・エネルギー利用を前提としたものへ移行 

 働 き 方 仕事環境のデジタル化や通勤やオフィスの概念の変化等を通じて、時間や場所

にとらわれない働き方が定着 

 イノベーション 大学や企業など、先駆や進取の気性のもと、京都の“知恵”をいかした新たなイノ

ベーションやビジネスが創出され、世界の脱炭素化にも貢献 

＜暮らしの姿＞ 

 住 ま い 使用量以上のエネルギーを生み出す環境性能の高い住宅での快適で健康な

暮らしが標準化 

 消費行動 自然への畏敬と感謝の念を抱き、地球環境、社会などに配慮したスタイルが定

着｡食材などは近郊の資源を活用するとともに、京の食文化をはじめ四季折々の

自然との一体性を感じられる生活が定着 

 つ な が り 地域をはじめ多様なコミュニティのつながりの中で、融通、地産地消などのエネ

ルギーや資源の有効利用が普及 

＜まちの姿＞ 

 エネルギー 再生可能エネルギーの余剰電力の地域・コミュニティ単位での活用システムや

近隣自治体との連携、ペロブスカイト太陽電池や、合成メタンといった水素等の脱

炭素技術の実装等により、再生可能エネルギーをはじめとする脱炭素なエネル

ギーの供給が様々な形で行われ、使用するエネルギーは 100％脱炭素化。災害

時のエネルギー供給も確保され、都市のレジリエンスが向上 

 移 動 自動運転や AI 等の新技術を活用した高度な交通システムの構築などにより、移

動がより効率的で快適になり、人と公共交通優先の「歩くまち・京都」の取組が進展

し、「出かけたくなる」魅力と活力あふれるまちが実現 

 森 林 木材生産のほか、自然との関わりを改めて体感・体得し、豊かな感性を育む環境

学習やレクリエーションの場などとして積極的に活用され、二酸化炭素吸収、生物

多様性保全、治水など、森林の多面的機能を十分に発揮 

 農 地 地産地消の推進や環境に配慮した農業への支援などを通じて、豊かな恵みを生

み出す農地が適切に維持・管理され、二酸化炭素吸収、生物多様性保全等に貢

献 

 土地利用 建築物の構造の工夫、街路樹や緑地の適切な配置等により、暑熱や豪雨等の

影響軽減にも資する、しなやかで、安心・安全、快適なまちづくりが浸透 

悠久の自然との共生の中で育んできた生活様式・文化様式や知恵、新たな技術を 

融合し、脱炭素が、生活の質の向上、持続的な経済発展と共に実現されている 

「将来の世代が夢を描ける豊かな京都」 
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取組の基本的な考え方 

  脱炭素社会を目指す地球温暖化対策は、以下の基本的な考え方と実現に向けた進め

方に基づき、取り組みます。 

 ⑴ 地球温暖化対策の基本的な考え方 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 実現に向けた進め方 

   脱炭素社会の実現に向けては、次の 6 つの視点も踏まえつつ、省エネの加速と再

生可能エネルギー利用の飛躍的な拡大を図るとともに、「実質ゼロ」の達成に不可

欠である森林等の二酸化炭素の吸収源対策についても、しっかりと取組を進めます。 

   また、そうした緩和策に加え、気候変動の影響を軽減するための適応策を、車の

両輪として進めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 未来を担う若者世代を含め市民、地域、事業者、観光旅行者などあらゆる主

体と、危機感と目指す脱炭素社会像を共有することで気運を醸成し、全ての人

が自主的・積極的に行動することを促すとともに、大学や地域活動団体・環境

保全活動団体、京都府等とも連携しオール京都で取組を推進していきます。 

① オール京都で取り組む 

 社会・経済的な課題との同時解決を図るなど、ウェルビーイングの向上、京

都の将来を豊かにする地球温暖化対策を展開します。 

② 地球温暖化対策を通じて豊かな京都を実現する 

 最新の知見を収集し、新たな技術や制度の導入により温室効果ガスを出さない

ことが標準となる仕組みづくりを進めるなど、対策を常に進化させていきます。 

③ 対策を進化させる 

 京都議定書、IPCC 京都ガイドライン誕生の地として、京都が脱炭素化をリー

ドするべく、制度の転換や先進取組の全国展開等に向け、国や他自治体への働き

かけ、連携を強化するとともに、国際的な発信・共有を推進します。 

➃ 日本全体・世界との連携を強化する 

① 市民生活（ライフスタイル）や事業活動（ビジネス）、そしてこれらの基盤

となるエネルギー、モビリティの 4 つの分野の転換を図る施策の展開 

  排出量の更なる大幅な削減に向けては、社会・経済活動を温室効果ガスを

排出しないものへと転換させていくことが必要です。ライフスタイル・ビジ

ネス・エネルギー・モビリティの 4 つの分野の転換を図る施策を展開しま

す。 

② 行動につながる情報の発信・共有 
  市民や事業者の行動を環境に配慮したものへと転換していくため、環境負

荷や取組効果の見える化など、ICT も活用し、日常生活や事業活動の中で容

易に情報に触れていただけるよう、効果的な情報発信・共有を図ります。 

2 
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ＧＸ6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 グリーン・トランスフォーメーションの略。産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネ

ルギー中心に移行させ、経済社会システム全体を変革すること 

③ イノベーション・ＧＸ6 の促進、人材の育成 
  2030 年度の削減目標の着実な達成に向けたあらゆる可能性を追求すると

ともに、2050 年を見据え、中長期的な視点に立ち、産学公連携によるイノ

ベーションの促進やＧＸ人材の育成、新たな仕組みづくり等を推進します。 
  また、金融機関とも連携し、サプライチェーン全体を含めた企業における

脱炭素経営・ＧＸ投資等の後押しを図ります。 

➃ SDGs の達成を目指すとともに、レジリエンス強化の考え方に立った取組

の推進 
  SDGs の 17 の各ゴールの達成に貢献する取組を推進します。 
  また、適応策の推進に当たっては、ただ気候変動の影響に対処するだけで

なく、都市のレジリエンスを高めるという視点に立ち取組を推進します。 

⑤ 脱炭素先行地域の取組の波及 
  本市の脱炭素先行地域創出事業で先進的に取組を進める中で得られた知見

やノウハウをいかし、本市施策をより効果的に推進します。 
  また、全国の他の脱炭素先行地域で実施されている様々な取組も参考に、

より高い効果が期待できる取組の創出を図るとともに、市民や事業者、他都

市等に取組を発信し、市内外の脱炭素の取組を促進します。 

⑥ 脱炭素・生物多様性保全・資源循環の一体的推進、他分野の政策との連携

強化 
  脱炭素化、生物多様性の保全、資源の循環利用は、それぞれが影響し合っ

ているため、全体としてより効果的な環境保全対策となるよう、トレードオ

フ解消はもとより、互いに相乗効果を生み出す連携の視点を重視し、取組を

推進します。さらに、健康増進やまちの活性化などの様々な相乗効果が期待

できる他分野の政策との連携も強化します。 
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＜進め方の全体像＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2050 

2030 
 

 

悠久の自然との共生の中で育んできた生活様式・文化様式や知恵、新たな技術を融合し、 

脱炭素が生活の質の向上、持続的な経済発展と共に実現されている 

「将来の世代が夢を描ける豊かな京都」 

温室効果ガス排出量実質ゼロ 

 

温室効果ガス排出量 ▲46％以上削減（2013年度比） 

緩和策 

適応策 

森林・農地等の吸収源対策 

市民生活や事業活

動への定着と、影

響が想定される分

野別の対策の実施 

４つの 

転換 

ライフスタイルの転換 

モビリティの転換 エネルギーの転換 

ビジネスの転換 

2035 
 

2040 
 

温室効果ガス排出量 ▲60％削減（2013年度比） 

温室効果ガス排出量 ▲73％削減（2013年度比） 

 
 
イノベーション・ＧＸの促進、人材の育成 

脱炭素先行地域の取組波及 SDGs の推進・レジリエンスの強化  

行動につながる情報の発信・共有 

各政策との連携強化 

実現の後押し 
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各主体の役割 

  脱炭素社会の実現に向けて、市民、事業者、本市など様々な主体は、自主的、積極

的に取り組むことを通じて、地球温暖化対策の推進に必要な役割に応じ、協働して

オール京都で具体的な取組を進めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⑴ 市民 

   市民は、地球温暖化問題について理解を深め、省エネの徹底やごみの更なる減量

をはじめ、省エネ性能の高い機器や住宅、再生可能エネルギー由来の電気、環境や

社会に配慮した製品の選択など、日常生活をより一層地球環境に配慮したものに変

えることで、地球温暖化対策に主体的な役割を果たします。 

 ⑵ 観光旅行者・通勤通学者 

   観光旅行者・通勤通学者は、観光や通勤・通学に伴う環境負荷を軽減するため、

公共交通の利用や環境負荷の小さいサービスの選択など地球温暖化対策に資する

取組を行います。また、京都での取組について、地元での実践にも取り組みます。 

 ⑶ 事業者 

   事業者は、事業活動のあらゆるプロセスにおいて、排出する温室効果ガスの削減

を図るとともに、持続可能な資源・エネルギーの利用を前提としたビジネスへの移

行を図り、地球温暖化対策に主体的な役割を果たします。また、ICT の活用による

従業員の働き方の自由度の向上など、環境負荷の低減と生産性及び企業価値の向上

に取り組みます。 
   さらに、自社の技術をいかした各分野の転換を支えるイノベーションの促進や金

融機関による脱炭素化支援など、社会全体の地球温暖化対策の促進に取り組みます。 

  

3 

市民 事業者 

エネルギー 

供給事業者 

地域活動団体・ 

 

様々な主体の協働により 

脱炭素社会の実現へ 

観光旅行者 

・通勤通学者 

大学・ 
研究機関 

京都市 
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 ⑷ エネルギー供給事業者 
   電気、ガス等のエネルギー供給事業者は、市内のエネルギー供給量や省エネ・再

エネに関する積極的な情報提供はもとより、地域と連携した省エネの促進といった

総合エネルギーサービスの提供、また、再生可能エネルギーの供給・利用の拡大に

資する取組を積極的に推進します。  

 ⑸ 地域活動団体・環境保全活動団体 

   地域活動団体は、京都の市民力・地域力をいかして、地域全体での地球温暖化対

策を実施します。 
   環境保全活動団体は、各団体の得意分野をいかし、環境保全や地球温暖化対策の

ほか、多様化する社会ニーズに柔軟に対応するとともに、市民・事業者・行政との

連携、協働を進めることで、より多くの主体の参画や取組内容の充実・強化につな

げます。 

 ⑹ 大学・研究機関 

   大学・研究機関は、市の人口の約 1 割を学生が占め、個性、魅力、活力にあふれ

た「大学のまち京都・学生のまち京都」の特性をいかし、地域活動団体や事業者を

はじめとした様々な主体と一体となった地球温暖化対策の取組を一層推進します。 
   産学公の連携により、環境・エネルギー分野の新技術の研究開発や実用化を推進

し、各分野の転換を支えるイノベーションの促進に取り組みます。 
   また、これらの取組を、自らの温室効果ガス排出量削減にもつなげます。 

 ⑺ 京都市 

   京都市は、脱炭素社会への転換に向けた気運を醸成し、全庁的な推進体制の下、

転換を促進するために、各分野の市民・事業者・地域活動団体・環境保全活動団体

の主体的な活動への支援と協働を進めるとともに、義務の強化やインセンティブの

創設をはじめとした制度設計、必要な措置の導入等の施策を講じます。 
   また、国や国内外の自治体との連携を強化し、イノベーションの創出や制度の変

革を加速させていくとともに、様々な場での本市の取組等を発信し、国、世界の地

球温暖化対策に貢献します。 
   さらに、京都市役所は市内最大の温室効果ガス排出事業者であることから、環境

や社会に配慮した製品の導入・利用、公共施設等における再生可能エネルギーの利

用など、温室効果ガス排出削減に向け、率先して取り組みます。



23 
 

手法別内訳 

部門別内訳 

2030 年度の温室効果ガス削減見込量と削減方法 

⑴ 2030 年度の温室効果ガス削減見込量 
2030 年度の削減目標の達成のためには、2013 年度に比べ 361 万トン以上削減す

ることが必要です。 
2013 年度から最新実績である 2023 年度までに、216 万トン削減しているところ、

今後の人口動態や経済活動の変化（以下「社会経済活動要因」という。）による温室

効果ガス排出量の増減を踏まえたうえで※、2030 年度までに 145 万トン以上削減し

なければなりません。 
   この達成に向け、エネルギー消費量についても、社会経済活動要因による増減を

踏まえたうえで、2023 年度実績に比べて 9％以上削減するとともに、再生可能エネ

ルギーの最大限の導入により、消費電力に占める再生可能エネルギー比率を 40％

以上まで引き上げることを目指して取組を進めます。 
   また、引き続き、新たな技術や仕組み等の積極的な導入等をはじめ、追加対策を

講じることにより、削減量の更なる上積みを図ります。 

  ※ 温室効果ガス排出量の増減要因としては、気温上昇等の気候変動による影響も含め、様々な要因
がありますが、本計画では、世帯数、課税床面積、製造品出荷額、自動車保有台数等の近年の増
減傾向を基に、2030 年度までに約 25 万トンの増加を推計しています。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

図9.2030 年度までの目標削減量と内訳  

4 

＜必要な取組の水準＞ 

○ 省エネ：2023 年度（最新実績）比で 9％以上の削減 

○ 再生可能エネルギー：消費電力に占める再生可能エネルギー比率を

40％以上に引き上げ（現状約 27％） 

568 

423 以下 

2023 年度 
（最新実績） 

2030 年度 
（目標） 

▲ 4 6 ％以上 

▲216 

2013 年度 
（基準年度） 784 

＜目標削減量＞ 

（単位：万トン-CO2） 

2014～2023 年度 
の削減量 

省エネ▲48 再エネ▲84 その他▲13 

家庭 
▲43 

産業 
▲16  業務 

▲39 
運輸 
▲34   

廃棄物 
▲6 

代替フロン等 
▲6 

吸収量 
▲1 
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表2．部門ごとの削減見込量 

                              （単位：万トン-CO2） 

 
2013 年度 

排出量 
(基準年) 

2023 年度 
排出量 

(直近の実績) 

2030 年度 

見込値 

  
2023 年度比 2013 年度比 

削減量 削減率 削減量 削減率 

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量 

① 

家庭部門 212 151 108 ▲43 ▲29% ▲104 ▲49% 

産業部門 104 67 51 ▲16 ▲24% ▲53 ▲51% 

業務部門 261 161 122 ▲39 ▲24% ▲139 ▲53% 

運輸部門 155 138 105 ▲34 ▲24% ▲50 ▲33% 

廃棄物 21 26 20 ▲6 ▲22% ▲1 ▲5% 

代替フロン等 54 49 43 ▲6 ▲11% ▲10 ▲19% 

小計 807 592 449 ▲144 ▲24% ▲357 ▲44% 
 

吸収量②※１ 23 25 26 1 5% 3 13% 
 

合 計※２ 
①－② 

784 568 423 ▲145 ▲26% ▲361 ▲46% 

（参考） 

電気の排出係数 
0.522 0.332 0.25  － － 

※１ 森林等による CO2 吸収量であり、温室効果ガス排出量から差し引くもの。 

※２ 単位未満四捨五入のため、合計等が合わない場合がある。 
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表3. 手法ごとの削減見込量 

①  エネルギー消費量の削減 ⇒ 2023 年度比 9％以上の省エネ          

 
エネルギー消費量（TJ） 温室効果ガス

削減量 

（万 t-CO2） 

 （参考） 
社会経済活動要因
による増減を含めた

場合（万 t-CO2） 2023 年度 2030 年度 削減率 
 

家庭部門 20,442 19,386 ▲5％ ▲11  ▲21 

産業部門 9,521 8,944 ▲6％ ▲5  ▲6 

業務部門 21,416 21,306 ▲1％ ▲2  ▲18 

運輸部門 19,737 15,761 ▲20％ ▲30  ▲28 

合計 71,748※ 65,397 ▲9％ ▲48  ▲73 

※ 再生可能エネルギーの自家消費分（631ＴＪ）を含んだ値 （2030 年度は各部門に配分して計上） 

  

②  再生可能エネルギーの拡大 

    ⇒ 消費電力に占める再生可能エネルギー比率 40％以上に引き上げ 

 2023 年度 2030 年度 
2023 年度比 

排出削減量 

消費電力に占める 

再生可能エネルギー比率※ 
27％ 40％ ▲84 万 t-CO2 

   ※ 自家消費型の再エネ導入量と系統電力における再エネ供給量の比率の合計 

 

③  その他の削減          （単位：万トン-CO2） 

 2023 年度 2030 年度 
2023 年度比 

排出削減量 

廃棄物 26 20 ▲6  

代替フロン等 49 43 ▲6  

吸収量※ 25 26 1 

※ 森林等による CO2吸収量であり、温室効果ガス排出量から差し引くもの 

 
  



26 
 

 ⑵ 削減方法等 
   国等の動向も注視しながら、あらゆる可能性を追求し、網羅的に対策を実施する

ことを前提に、以下のとおり部門ごと、省エネ・再エネ別に削減見込量を設定し、

表 4 や 5 章で示す対策や取組を進めることで、削減目標の達成を目指します。 
また、取組による効果を把握し、進捗管理を行うため、表 5 のとおりモニタリン

グ指標を設定します。 

表4.部門ごとの主な取組 

① 家庭部門 ▲43 万 t- CO2 
削減見込量 

（万 t） 
対策 主な取組 

省エネ 

▲11※  

市民による省エネ行動 

高効率家電・機器の普及 

住宅の省エネ性能向上 

・環境問題に対する意識啓発、学習の推進 

・高効率家電・機器の買換え促進 

・環境性能の高い住宅の普及促進 

・太陽光発電設備の導入促進、自家消費の推進 

（建築士による説明義務） 

・再エネ電気の選択促進 

・系統電力における再エネ供給の促進 等 

再エネ 

▲32  

太陽光発電設備の普及 

再エネ供給・利活用の拡大 

※ 社会経済活動要因による増加（10 万 t-CO2）を含めた場合の削減量は▲21 万 t-CO2 

② 産業部門 ▲16 万 t- CO2 
削減見込量 

（万 t） 
対策 主な取組 

省エネ 

▲5※  

事業者による省エネ取組 

（設備更新等） 

建物の省エネ性能向上 

・事業者の削減取組の促進 

（特定事業者排出量削減計画書制度、エネルギー消費

量等報告書制度） 

・環境性能の高い工場等の普及促進 

・太陽光発電設備の導入促進、自家消費の推進 

（新増築建築物への導入義務、建築士による説明義務） 

・再エネ電気の選択促進 

・系統電力における再エネ供給の促進 等 

再エネ 

▲11  

太陽光発電設備の普及 

再エネ供給・利活用の拡大 

※ 社会経済活動要因による増加（1 万 t-CO2）を含めた場合の削減量は▲6 万 t-CO2 

③ 業務部門 ▲39 万 t- CO2 
削減見込量 

（万 t） 
対策 主な取組 

省エネ 

▲2※  

事業者による省エネ取組 

（設備更新等） 

建物の省エネ性能向上  

・事業者の削減取組の促進 

（特定事業者排出量削減計画書制度、エネルギー消費

量等報告書制度） 

・環境性能の高いオフィス等の普及促進 

・太陽光発電設備の導入促進、自家消費の推進 

（新増築建築物への導入義務、建築士による説明義務） 

・再エネ電気の選択促進 

・系統電力における再エネ供給の促進 等 

再エネ 

▲37  

太陽光発電設備の普及 

再エネ供給・利活用の拡大 

※ 社会経済活動要因による増加（16 万 t-CO2）を含めた場合の削減量は▲18 万 t-CO2 
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④ 運輸部門 ▲34 万 t- CO2 
削減見込量 

（万 t） 
対策 主な取組 

省エネ 

▲30※  

公共交通の利用拡大 

次世代自動車の普及等による燃

費改善 

運輸・運送事業者による省エネ

取組（運用改善等） 

・利便性向上等による公共交通の利用促進 

・次世代自動車の普及、自動車利用意識の転換促進 

・事業者の削減取組の促進 

（特定事業者排出量削減計画書制度、エネルギー

消費量等報告書制度） 

・系統電力における再エネ供給の促進 等 
再エネ 

▲4  
再エネ供給・利活用の拡大 

※ 社会経済活動要因による減少（▲2 万 t-CO2）を含めた場合の削減量は▲28 万 t-CO2 

⑤ その他 ▲13 万 t- CO2                  （万 t-CO2) 
 削減見込量 

（万 t） 
主な取組 

廃棄物  ▲6 ごみ焼却量の削減  

代替フロン等  ▲6 フロン使用機器の適正管理の徹底 

吸収量※ 1 森林整備、緑地整備等 

※ 森林等による CO2吸収量であり、温室効果ガス排出量から差し引くもの。 

表5.モニタリング指標 

指標 現状（2023 年度） 目安（2030 年度） 

環境保全や環境問題に関心がある方の割合 68% （増加を目指す） 

ＬＥＤ照明を使用している世帯の割合（全国値） 76% 100% 

新築住宅のＺＥＨ水準割合（全国値） 46% 100% 

特定事業者排出量削減計画書制度による温室効果ガ
ス排出削減量（産業、業務、運輸） 

各部門における削減（年率） 
産業▲2%、業務▲3%、運輸▲1% 

新築オフィス等のＺＥＢ水準割合（全国値） 37% 100% 

非自動車分担率 79% （増加を目指す）※ 

次世代自動車普及率（ストックベース） 33% 55% 

太陽光発電導入量（10kW 未満）（主に住宅） 77MW 112MW 

太陽光発電導入量（10kW 以上）（主に非住宅） 81MW 138MW 

系統電力における再エネ割合 26% 36～38% 

一般廃棄物焼却量 34 万 t 30 万 t 

第一種特定製品（業務用冷凍空調機器）廃棄時のフロ
ン類回収率（京都府値） 

43.5% 
（2022 年度） 70% 

※ 「歩くまち・京都」総合交通戦略における長期的目標は 85%（目標年度の設定なし） 
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５章 温室効果ガスの排出抑制・吸収源対策（緩和策） 

 本章では、4 章に記載した 2050 年の目指す社会像や、中間目標である 2030 年度削減

目標を実現するための施策（緩和策）を、分野ごとに示します。 

 

緩和策の進め方 
  市民生活（ライフスタイル）や事業活動（ビジネス）、そしてこれらの活動の基盤と

なるエネルギー、モビリティの 4 つの分野について、脱炭素転換を図るとともに、森

林等における二酸化炭素吸収の維持・向上を図ります。そのために、各分野及び吸収

源対策について、推進方針とそれに基づく施策を掲げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 10．温室効果ガスの排出抑制・吸収源対策（緩和策）のイメージ 

 
 
 
 

  

1 

施 策 

取 組 

１８の推進方針 

 

2050 年温室効果ガス排出量実質ゼロを見据えた 

・ 2030 年度の削減目標の達成 

・ 中長期的な視点に立った仕組みづくり 

プラス・アクション
（追加対策）による
取組内容の強化 

４つの転換・ 
吸収源対策 

▶ 4 つの分野（ライフスタイル・ビジネス・ 
エネルギー・モビリティ）の転換 

▶ 森林・農地等の吸収源対策 

SDGs（Sustainable Development Goals ：持続可能な開発目標） 

 「SDGs」では、「誰一人取り残さない」

を合言葉に人権、格差是正、教育、環境、

平和など、持続可能な社会の実現を国際

社会全体で目指す 17 の普遍的なゴール

（目標）と、169 のターゲット（達成基

準）の実現に向けて各国政府だけでなく、

地方公共団体や企業等、私たち一人ひと

りの主体的な取組が求められています。 

 「豊かな京都」の実現を目指す地球温

暖化対策はSDGsの理念とも合致するた

め、緩和策の各方針、適応策の各分野に

それぞれ関連する目標を記載していま

す。 
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4つの分野の転換と森林・農地等の吸収源対策 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                  

削減量 対策 主な取組 
関連する 

推進方針 

家庭部門 

11 万 t 

市民による省エネ行動 

高効率家電・機器の普及 

住宅の省エネ性能向上 

・環境問題に対する意識啓発、学習の推進 

・高効率家電・機器の買換え促進 

・環境性能の高い住宅の普及促進  等 

１・２・３ 

廃棄物 

6 万 t 
ごみ焼却量の削減 １・３ 

 
 

  

廃棄物 

ごみ焼却における削減                

ライフスタイルの転換 

廃棄物部門排出量 
▲6 万 t-CO2 

2050 年の社会像－暮らしの姿－ 

 住 ま い 使用量以上のエネルギーを生み出す環境性能の高い住宅での快適で健康な

暮ら し が標準化 

 消費行動 自然への畏敬と 感謝の念を抱き 、 地球環境、 社会などに配慮し たス タ イ

ルが定着｡食材など は近郊の資源を活用する と と も に、 京の食文化をはじ

め四季折々の自然と の一体性を感じ ら れる 生活が定着 

 つながり  地域をはじ め多様なコ ミ ュ ニティ のつながり の中で、融通、地産地消な

どのエネルギーや資源の有効利用が普及 

2030 年度削減見込み 

家庭部門 エネルギー消費 

20,442TJ（2023 年度）→19,386TJ（2030 年度） ▲5％ 
家庭部門排出量 
▲11 万 t-CO2 

2 

 
町家の特徴をいかした京都らしい省エネ住宅、ZEHなど 



30 
 

 
 

 

 

 

 「環境にいいことしていますか？」の合言葉「DO YOU KYOTO?」や、若者をはじ

め多様な主体を交えて議論・策定した「京都発脱炭素ライフスタイル」のビジョン7と消

費行動等に係る具体的な取組例等について、幅広い周知・浸透に取り組み、意識変容を

促し、環境に配慮した行動の実践の輪を広げます。  

施策１ 「京都発脱炭素ライフスタイル」の普及等による、全ての人が主体となっ

た行動の促進 

【主な取組】 

■ 2050 京創プラットフォームを活用した市民・事業者・行政等多様な主体による多

分野での連携促進 

  事業者間のマッチングや交流会の開催等、市民、事業者、行政等が交ざり合い、協働・連携

を促して、「○○×脱炭素」の取組を広げていきます。 

■ エコ学区をはじめコミュニティ単位の様々な取組の支援 

  エコ学区等の取組を促進できるよう、多様な主体と連携し、試行から発展まで取組の段階に

合った支援を行います。 

■ 関心が高くない・行動変容に至っていない層への積極的なアプローチ及び行動の促進 

  地球温暖化対策に関心が高く、既に取り組んでいる層以外の方にも、積極的にアプローチを

図り、地球温暖化対策に触れて理解していただき、自らの実践を促進します。 

■ 生活の質やウェルビーイング向上の視点等を取り入れた取組の推進 

  より多くの方が自主的・主体的に取り組んでいただけるよう、生活の質やウェルビーイング

の向上につながる健康づくり、住まい方、食生活・食文化の普及等の視点を取り入れた地球温

暖化対策に取り組みます。また、環境の視点をきっかけに、地域の防災や福祉等の取組と分野

を超えて連携・協働して取り組むことで、環境と調和したライフスタイルの実践の輪を拡大し

ます。 

■ 国際的なネットワークとの連携や国際会議への参加を通じた取組の発信等 

  イクレイ（持続可能な都市と地域をめざす自治体協議会）8などの国際的なネットワークとの

連携、国連気候変動枠組条約締約国会議（COP）等の国際会議への参加などを通じて、本市の

取組を世界に発信するとともに、相互交流を図ります。 

  

 
7 ビジョン「京都の自然と共生する文化やしまつのこころを礎に 自分らしい持続可能な暮らしの選択で実現する 

カーボンニュートラルで豊かな社会」。2050年の京都における脱炭素社会と将来世代が夢を描ける豊かな社会を同

時に実現するため、市民が共有すべき指針として、2022年に定めたもの 
8  持続可能な都市と地域を目指す2,500以上の地方自治体からなる世界的なネットワーク 

 2050 年に向けた転換及び 2030 年度削減目標達成に向けた取組の推進方針等 

推進方針 
１  
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施策２ 社会を変える消費行動の転換、循環型社会の推進 

【主な取組】 

■ 市民・事業者・行政の協働による 2R 等の促進 

  2R 及び分別・リサイクルの取組について、地域学習会や環境学習施設、事業者との連携を

通じた周知啓発などを行い、市民への浸透を図り、レジ袋やペットボトル等の使い捨てプラス

チックの徹底的な削減や、プラスチック類の分別回収、衣類の地域内でのリユース等を促進し

ます。 

また、バイオマスプラスチックや紙素材などの再生可能資源を優先的に活用するリニューア

ブルの取組について、市民への周知啓発や事業者の取組支援などを行います。 

■ 全国をリードする「食品ロス削減のまち」の実現 

  販売期限の延長9や AI・IoT を活用した食品ロス削減の優良事例（フードシェアリング10等）

について、事業者の導入支援を進めるとともに、市民理解を深める啓発活動も事業者と連携し

て実施します。 

■ エシカル消費の普及促進 

  地産地消など、人や社会、環境に配慮した消費行動であるエシカル消費の実践を促進するた

め、事業者や生産者なども含めた多様な主体と連携し、様々な場面で広く普及啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 住宅は一度建設されると、長期に渡って存続するため、環境性能が高い新築住宅の普

及を進めるとともに、既存住宅の省エネ化や省エネ型の住まい方の発信等に取り組むな

ど、住宅からの排出削減を進めます。 

施策１ ネットゼロエネルギーハウス(ZEH)11など環境性能の高い住宅の普及 

【主な取組】 

■ ZEH、ZEH-M（マンション）等の普及促進 

  脱炭素先行地域の取組である伏見工業高校等跡地等における脱炭素仕様の住宅街区の創出

 
9 小売店等が賞味・消費期限より前に販売をやめて廃棄する食品について、販売の期限を延長して食品ロスを削減す

る取組 
10 飲食店等の廃棄直前の食品を消費者にマッチングすることで食品ロスを削減する取組  
11 高い断熱性能と高効率設備による省エネ化と再生可能エネルギーの導入により、年間のエネルギー消費量が正味

でゼロ又はおおむねゼロとなる住宅 

推進方針
２ 

住まいと家電等の省エネ化と再生可能 

 

○ IPCC の報告書では、食料の生産、加工、流通、調理、消費等に伴って排出する温室効果ガ

スの量は、世界全体の人為的な排出量の最大４割弱を占め、現在の食生活の様式（流通の広域

化や肉の消費量の増加等）が大きく関係していると分析しています。 

○ 食品ロスの量や CO２排出量を減らし、地球環境への負荷を緩和するためには、フードマイ

レージ（食料の輸送距離）を意識し、地産地消をはじめとしたエシカル消費や、生産に係る環

境負荷が低い旬の食材を中心とした伝統的な食文化を実践していくことが重要です。 

コラム 食生活と気候変動の関わりについて 
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＜建築物の省エネ化＞ 

建築物省エネ法の改正により、2025 年４月から、住宅等を含めた全ての新築・増改築の建築物

が省エネ基準適合義務の対象となりました。また、2030 年までに省エネ基準はZEH・ZEB 水準ま

で引き上げられる見込みです。 

これにより、今後、市内の建築物について、総体として環境性能が向上し、エネルギー消費効

率の向上が見込まれますが、適合義務の水準を上回る環境性能の高い建築物（新築）の普及や、

適合義務の対象外である既存建築物の省エネ化の推進が重要です。 

○建築物ストックにおける環境性能の高い建築物の推移 

【ライフスタイル（住宅）】 【ビジネス（オフィス等）】 

※ 住宅・土地統計調査等を基に、市域における環境性能の高い新築等建築物の増加を推計 

をはじめ、住宅ストックの良質化に向けて、民間活力を活用し、ZEH 等の普及促進に向けた取

組を進めます。 

■ 民間事業者等と連携した効果的な周知啓発 

  環境性能の高い住宅が持つ健康・コスト面のメリットについても理解したうえで、居住する

住宅を選択できるよう、住宅の供給や流通に携わる民間事業者等と連携した周知啓発を進めま

す。 

■ 住宅における市内産木材の利用促進 

  木材利用の意義・活用事例の情報発信や、支援制度の運用により、住宅における市内産木材

の利用を促進します。 

施策２ 既存住宅の省エネ化等の推進 

【主な取組】 

■ 省エネ改修の推進 

  断熱改修など省エネ改修による健康面等のメリットの啓発や必要となる費用の助成などに

より、既存住宅の省エネ改修を推進します。 

■ 環境性能の高い既存住宅の流通活性化のための普及啓発 

  住宅の購入や賃借のタイミングで居住者が省エネ性能を基礎情報として収集できるよう、

省エネ部位ラベルの表示など、事業者に省エネ性能の見える化を働きかけます。 

■ 京都の生活文化に根差した省エネ型の住まい方の普及促進 

  町家における京都ならではの暮らしの知恵を活用するなど、京都らしい省エネ生活の普及

を図ります。また、省エネ技術の導入に加え、京都らしさを取り入れた暮らし方の工夫を併せ

持つ、住宅の普及を図ります。 
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施策３ 家電や住宅設備の省エネ化等の推進 

【主な取組】 

■ 省エネ・再エネの一体的な情報発信と相談対応の強化 

  断熱改修や省エネ機器、太陽光発電の導入などの住宅等の省エネ・再エネ化の取組につい

て、基礎知識（経済性やメリット等）や導入事例、支援制度などの情報を一体的に発信すると

ともに、市民等からの幅広い相談への対応を強化し、理解や意識の向上を図ります。 

■ 省エネ家電・給湯器などへの買換えの促進 

  日常生活における省エネを推進するため、家庭でのエネルギー使用量が多い製品について、

省エネ家電、高効率給湯器・家庭用燃料電池など、省エネ性能の高い製品への買換えを促進し

ます。 

 

 

 

 子どもから大人まで、ライフステージに応じた学習機会の拡充や、地域での環境活動

に取り組むグリーン人材の育成を進めます。 

施策１ ライフステージに応じた環境学習等の充実 

【主な取組】 

■ 小学生を対象としたこどもエコライフチャレンジプログラムの推進 

  次代を担う子どもたちが、家族と共に地球温暖化防止につながるエコライフを考え実践す

る「こどもエコライフチャレンジプログラム」を推進し、地球温暖化対策の理解と行動を広げ

ていきます。   

■ 多様な世代における環境問題への学びの機会の充実 

  小学校入学前の幼児や中学生に向けた取組や、高校生の気候変動問題の学習、大学のサーク

ルでの取組、生涯学習などにおける、各世代の環境問題を学ぶ機会を充実します。 

■ 環境学習施設の活用 

  京エコロジーセンターやさすてな京都、青少年科学センターなどの環境学習施設において、

連携を図りつつ、環境問題を楽しく学ぶ機会を充実します。   

施策２ 環境活動に取り組む人材の育成 

【主な取組】 

■ 環境保全活動を推進するグリーン人材の育成 

  環境学習施設や大学等と連携しながら、エコ学区をはじめ、地域コミュニティにおいて環境

保全活動に取り組むグリーン人材を育成します。 

■ 学生等との連携 

  環境活動に関わる学生等と連携し、地域の様々な主体とのつながりを強化する等、取組の輪

を広げます。 

 

推進方針
３ 
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 市民、事業者、大学・研究機関との連携等により、市民の行動変容等に向けた仕組み

づくりの調査等に取り組みます。 

施策１ 意識や行動の変革に向けた新たな仕組みや取組の研究 

【主な取組】 

■ 環境保全活動団体や事業者、大学等と連携した調査・研究・社会実験の実施  

  ライフスタイル転換に向けた行動変容や仕組みづくりに向け、様々な主体と連携し、新たな

制度や仕組みの調査、研究、社会実装に向けた社会実験等に取り組みます。 

  

推進方針
４ 
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削減量 対策 主な取組 
関連する 

推進方針 

産業部門 

5 万 t 

事業者による省エネ取組 

（設備更新等） 

建物の省エネ性能向上  

・事業者の削減取組の促進 

（特定事業者排出量削減計画書制度、

エネルギー消費量等報告書制度） 

・環境性能の高い工場等の普及促進 等 

５・６ 

業務部門 

2 万 t 

事業者による省エネ取組 

（設備更新等） 

建物の省エネ性能向上 

・事業者の削減取組の促進 

（特定事業者排出量削減計画書制度、

エネルギー消費量等報告書制度） 

・環境性能の高いオフィス等の普及促進 等 

５・６ 

代替 

フロン等 

6 万 t 

フロン使用機器の適正管理の徹底 ５ 

 
 

 

 

2050 年の社会像－仕事の姿－ 

オフ ィ ス  環境性能が高く 、健康・ 快適で、エネルギーを自給自足する オフィ ス や

ビルが標準化 

 ビ ジネス ス タ イ ル “ 大量生産・ 消費” のビジネス モデルから 脱却し 、 サーキュ ラ ーエコ ノ

ミ ーと いった持続可能な資源・ エネルギー利用を前提と し たも のへ移行 

 働 き 方 仕事環境のデジタ ル化や通勤やオフ ィ ス の概念の変化等を 通じ て、 時

間や場所にと ら われない働き 方が定着 

 イ ノ ベーシ ョ ン  大学や企業など、 先駆や進取の気性のも と 、 京都の“ 知恵” をいかし た新

たなイ ノ ベーショ ンやビジネスが創出さ れ、 世界の脱炭素化にも 貢献 

ビジネスの転換 

2030 年度削減見込み 

業務部門排出量 
▲2 万 t-CO2 

産業部門排出量 
▲5 万 t-CO2 

業務部門 エネルギー消費 

21,416TJ（2023 年度）→ 21,306TJ（2030 年度） ▲1％ 

産業部門 エネルギー消費 

9,521TJ（2023 年度）→ 8,944TJ（2030 年度）  ▲6％ 

ＺＥＢ等の環境性能の高い建築物の普及 
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＜特定事業者・非特定事業者＞ 

2023 年度の市域のエネルギー起源 CO2 排出量 517 万 t-CO2 において、ビジネス分野である

産業・業務部門からの排出量は５割弱の 228 万 t-CO2となっています。 

このうち、温室効果ガスの排出の量が相当程度多い特定事業者（115 者）からの排出量が約

55％、中小企業等の非特定事業者（約 7 万者）からの排出量が約 45％となっており、双方とも

に削減を進めていく必要があります。 

 

 

 

 市内における温室効果ガス排出量の約 4 分の 1 を占める大規模排出事業者から中小事

業者まで、あらゆる事業者において、オフィス等の省エネ化を含め事業活動の脱炭素化

による排出削減を促進します。 

 また、温室効果が高い代替フロン類の使用機器の適正管理の啓発等を行います。 

施策１ 大規模排出事業者（特定事業者）における取組の更なる推進 

【主な取組】 

■ 事業者排出量削減計画書制度の充実による取組の促進 

  第五計画期間（令和 5～7 年度）から引き上げた部門別の目標削減率の達成に向け、先導的

な取組を行っている事業者をより評価できるよう、評価対象となる取組や評価基準等を見直す

等により、事業者の多様な取組を促進します。 

■ サプライチェーンの脱炭素化促進 

  製品やサービスのライフサイクル全体における排出量を削減するため、大規模排出事業者

を中心とするサプライチェーンの脱炭素化に関する取組を促進します。 

施策２ 中小事業者による自主的な削減取組の促進や支援の充実 

【主な取組】 

■ エネルギー消費量等報告書制度の充実 

  中規模事業者（準特定事業者）を対象としたエネルギー消費量等報告書制度において、提出

された報告書に基づくフィードバックの内容を充実するなど、取組を強化することにより、自

主的な削減取組を促進します。 

■ 省エネ取組や高効率機器等の導入への支援の実施 

  中小事業者を対象に、エネルギー管理の専門家の派遣による省エネアドバイスの実施や、高

効率機器など省エネ設備導入への支援を行います。 

■ 環境マネジメントシステム（EMS）による事業の脱炭素化の促進 

  KES12・環境マネジメントシステム・スタンダードをはじめ、ISO14001 等環境マネジメン

トシステムの認証普及や啓発などを行い、脱炭素化など中小事業者の環境保全活動の自主的な

活動を促進します。 

 

 

 
12 京都議定書の発祥地、京都から発信された「環境マネジメントシステム」の規格 

 2050 年に向けた転換及び 2030 年度削減目標達成に向けた取組の推進方針等 

推進方針 
５ 事業活動における更なる対策の推進 
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施策３ ZEB13等の環境性能の高い建築物の普及拡大 

【主な取組】 

■ ZEB 化の推進 

  民間オフィス等を対象とした ZEB 化可能性調査の実施等により、既存建築物の ZEB 化を促

進します。  

  また、本市の公共建築物についても、「京都市公共建築物脱炭素仕様」に基づき、ZEB 化を

目指します。  

■ 建築物の品質・性能の「見える化」の推進 

  CASBEE 京都等のツールを活用し、省エネ性能が高い等の良質な建築物情報の発信を行い

ます。 

■ 建築物（非住宅）における市内産木材の利用促進 

木材利用の意義・活用事例の情報発信や、支援制度の運用により、非住宅の中規模建築物の

木造化をはじめ、建築物における市内産木材の利用を促進します。 

施策４ 代替フロン類の排出抑制の推進 

【主な取組】 

■ 代替フロン類の適切な管理の徹底に関する周知啓発 

  「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）」に基づく

代替フロン類の適切な管理の徹底等について、周知・啓発を行います。 

 

 

 持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効利用し、付加価値を生み出すサーキュラー

エコノミー（循環経済）への移行や、あらゆるビジネスの基盤となる金融面において、

ESG 金融14やグリーンボンド15の活用拡大など、グリーンファイナンスの推進を図りま

す。 

 また、環境先進都市としての取組や山紫水明の美しい自然の残る都市の特性をいかし、

環境を学ぶ観光や自然を楽しむ観光を推進します。 

施策１ 環境に配慮したビジネススタイルへの転換の促進 

【主な取組】 

■ サーキュラーエコノミー（循環経済）への移行の促進 

  市内の事業者等を対象に、サーキュラーエコノミーに関する知識の習得や連携の促進など、

ビジネスモデルの創出に向けたきっかけをつくるとともに、消費者である市民の認知度を向上

 
13 高い断熱性能と高効率設備による省エネ化と再生可能エネルギーの導入により、年間のエネルギー消費量が正味

でゼロ又はおおむねゼロとなる建物 
14 企業分析・評価を行ううえで長期的な視点を重視し、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）

情報を考慮した投融資行動をとることを求める取組 
15 企業や地方自治体等が、環境問題の解決に貢献する事業に要する資金を調達するために発行する債券 

推進方針 
６ 
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させ、購買行動の変容を促すなど、循環型の経済活動への移行に向けた取組を進めます。 

■ GX・脱炭素経営の担い手等の育成 

  事業者や大学等と連携した情報発信や、リカレント教育・リスキリングの促進等により、企

業において GX 等の知識を有し、脱炭素経営を支え、加速させる人材の育成を進めます。 

■ 多様で柔軟な働き方の促進 

  テレワークをはじめとしたデジタル化の推進などによる、労働者の生産性向上や環境負荷

の低減にもつながる多様で柔軟な働き方を推進します。 

施策２ グリーンファイナンスの推進 

【主な取組】 

■ グリーンファイナンスの普及啓発 

  金融機関等と連携して、ESG 金融等のグリーンファイナンスに関する周知を図るなど、グ

リーンファイナンスの理解の促進や普及拡大を図ります。 

■ 事業者の脱炭素経営事例の情報発信 

  TCFD16（気候関連財務情報開示タスクフォース）や SBT17（科学と整合した目標設定）な

ど企業の財務情報等を活用した経営事例の情報発信を行い、気候関連リスクを経営戦略に組み

込む取組の拡大を図るとともに、中小事業者への普及を図ります。 

■ 京都府や金融機関等と連携した、中小事業者等の脱炭素経営の支援 

  京都府や金融機関等との連携の下、中小事業者等におけるサステナブルファイナンス支援

制度の活用拡大や、融資先の脱炭素経営を支援する金融機関等の職員の人材育成などを推進し

ます。  

施策３ 持続可能な観光の促進 

【主な取組】 

■ 環境や自然をテーマにしたサステナブルツーリズムの推進 

  脱炭素先行地域の取組である脱炭素修学旅行事業をはじめ、修学旅行生などが環境や SDGs

を学べる機会の創出を促進します。 

  また、森林文化や自然環境を体感できる京都一周トレイルに係るコンテンツ開発、生物多様

性の視点を持つガイドを養成する仕組みの創設等により、豊かな自然環境及び自然と共生する

暮らしや文化を学び・体験したり、農山村地域をはじめとする地域の人々と交流するエコツー

リズムやグリーンツーリズムを推進します。 

■ 観光事業者・観光客の温室効果ガス排出・廃棄物等の発生抑制 

  観光事業者による環境負荷の小さい観光コンテンツの開発を支援するとともに、観光事業

者の温室効果ガス排出量削減やプラスチックごみをはじめとした廃棄物の削減等を促進しま

す。 

  また、地域や観光事業者と連携した観光客へのマイバッグ・マイボトルの推奨や食べ残しの

削減など、環境に配慮した観光スタイルへの転換を図り、さらには京都で経験したことの実践

 
16  Task force on Climate related Financial Disclosuresの略称。企業が気候変動への取組や影響に関する財務情

報を開示するための枠組み 
17  Science Based Targetsの略称。パリ協定の水準に整合する、企業における温室効果ガス排出削減目標のこと 
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による環境に配慮したライフスタイルへの転換を促します。 

■ サステナブル MICE の促進 

  「環境に配慮したサステナブル MICE 京都ガイドライン」に基づき、環境に配慮した MICE

の誘致、開催を促進します。 

 

 

 最先端の研究を行う大学・研究機関と伝統産業から先端技術産業まで幅広い業種の企

業が集積する京都の強みをいかし、産学公の連携によるイノベーションやエネルギーに

依存しない新たなビジネスの創出を促進します。 

施策１ 産学公の連携によるイノベーションや新たなビジネスの創出 

【主な取組】 

■ 環境・エネルギー分野におけるイノベーションの促進 

  産学公の連携により、環境・エネルギー分野における新技術・新製品の研究開発を促進しま

す。 

■ スタートアップ企業の支援 

  新しい技術、斬新なアイデアにより、社会課題の解決に挑戦するスタートアップ企業を支援

し、社会課題の克服と市民生活の向上を図ります。 

 
  

推進方針 
７ 
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削減量 対策 主な取組 
関連する 

推進方針 

再エネ 

84 万 t 

太陽光発電設備の普及 

再エネ供給・利活用の促進 

・太陽光発電設備の導入促進、自家消費の推進 

（新増築建築物への導入義務、建築士による

説明義務） 

・再エネ電気の選択促進 

・系統電力における再エネ供給の促進 等 

８・９・１０ 

 
 

 

 

 

 補助制度や、一定規模以上の建築物への再生可能エネルギー設備の導入義務等により、

太陽光発電設備の導入促進を図るとともに、蓄電池等を活用した自家消費を推進します。 

 また、引き続き、バイオマス等のエネルギー利用を図ります。 

 

エネルギーの転換 

2050 年の社会像－まちの姿－ 
エネルギー 再生可能エネルギーの余剰電力の地域・ コ ミ ュ ニティ 単位での活用シス テ

ムや近隣自治体と の連携、 ペロ ブス カイ ト 太陽電池や、 合成メ タ ンと いった

水素等の脱炭素技術の実装等によ り 、 再生可能エネルギーをはじ めと する 脱

炭素なエネルギーの供給が様々な形で行われ、 使用する エネルギーは 1 0 0 ％

脱炭素化。 災害時のエネルギー供給も 確保さ れ、 都市のレ ジリ エンス が向上 

推進方針 
８ 市内の再生可能エネルギーの最大活用 

2030 年度削減見込み 

消費電力に占める再生可能エネルギー比率 

27％程度（2023 年度）→ 40％以上（2030 年度） 

排出量      家庭部門   産業部門   業務部門  運輸部門 
▲84 万 t-CO2    ▲32 万 t-CO2  ▲11 万 t-CO2  ▲37 万 t-CO2  ▲4 万 t-CO2 

 2050 年に向けた転換及び 2030 年度削減目標達成に向けた取組の推進方針等 
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施策１ 太陽光発電設備や蓄電池等の導入促進に向けた仕組みの充実 

【主な取組】 

■ 太陽光発電設備や蓄電池等の導入に対する補助 

  再生可能エネルギーの自家消費の更なる拡大や防災力の強化を図るため、太陽光発電設備

とともに蓄電池やエコキュート等の一体的な導入を促進します。 

  また、脱炭素先行地域の取組として、地域コミュニティや防災の拠点ともなる文化遺産等に

おける太陽光発電設備等の導入を促進します。 

■ 太陽光発電設備のグループ購入事業の実施 

  太陽光発電設備の購入希望者を市内に広く募り、まとめて発注することで価格の低下を図

るグループ購入事業を、本市と事業に関する協定を締結した事業者や他地域と連携して継続的

に実施し、太陽光発電設備の普及拡大を図ります。 

■ 太陽光発電設備等の導入促進に向けた基盤整備 

  太陽光発電設備（０円ソーラーを含む。）の導入検討者と販売・施工業者等とのマッチング

を支援するとともに、太陽光発電に係る基礎知識（経済性やメリット等）や導入事例、支援制

度などの情報を分かりやすく発信し、相談対応も強化することで、理解や意識の向上を図りま

す。  

■ ペロブスカイト太陽電池等の次世代型太陽光発電の早期実装化に向けた調査・支援  

  軽量・柔軟等の特徴を兼ね備え、これまで太陽光発電設備の導入が困難であった建築物等へ

の導入が可能となるペロブスカイト太陽電池等の次世代型太陽光発電の早期社会実装に向け、

事業者とも連携し、需要の把握や市域内での設置事例の創出等を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

■ 市遊休地を活用した、地域貢献型の大規模太陽光発電の整備 

  脱炭素先行地域の取組として、水垂埋立処分地跡地の一部を活用し、本市域に安定的に「再

生可能エネルギー100％電力」を供給する大規模太陽光発電事業に取り組みます。 

  さらに、発電事業による利益の一部を地域に還元し、地域コミュニティの活性化等につなげ

ます。  

＜ペロブスカイト太陽電池＞ 
ペロブスカイトという結晶構造でメチルアミン、鉛、ヨウ素等から構成される化合物を発電に用いた

太陽電池。薄い、軽い、柔軟等の特徴を有し、これまで設置困難だった場所（建物壁面、耐荷重の小さ
い屋根等）への導入が期待されるとともに、原材料のヨウ素の生産量は日本が世界シェアの 3 割を占
め、エネルギーの安定供給や産業競争力の強化に資することも期待されています。 
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施策２ バイオマス・小水力などの地域資源の活用の推進 

【主な取組】 

■ ごみの処理に係るエネルギーの有効利用の推進 

  高効率なごみ発電やバイオガス発電等による創エネの推進など、効率的なごみ処理施設の

運営を推進するとともに、民間事業者に対しても、廃棄物の処理において、単純な焼却や埋め

立てではなく、固形燃料化など、資源の循環利用を推進します。 

■ 森林バイオマスの活用 

  エネルギー事業者、林業経営体等と連携し、森林の間伐等で生じた未利用木材を、木質バイ

オマス発電所等の燃料材として供給するなど、森林バイオマスの更なる利用を図ります。   

■ 下水バイオマスの活用 

  下水道施設での有効利用として、下水汚泥（下水を処理する過程で発生する汚泥）の燃料化

などを推進します。 

■ 廃食用油の活用 

  家庭から排出される廃食用油の回収を推進し、バイオディーゼル燃料等としての利用を図

ります。 

■ 地域コミュニティとの連携による小水力発電の推進 

  地域コミュニティや事業者と連携し、地域の防災機能の強化等にもつながる小水力発電を

推進します。 

施策３ 条例に基づく再生可能エネルギー設備の導入促進 

【主な取組】 

■ 再生可能エネルギー設備の導入義務 

  延床面積 300m2 以上の建築物（特定建築物及び準特定建築物）の新築又は増築時における

再生可能エネルギー設備の導入義務について、引き続き着実に制度運用を図るとともに、この

間の成果等も踏まえ、義務の在り方等について、継続して検討を進めます。  

■ 再生可能エネルギー設備の導入に係る建築士の説明義務 

  建築主が再生可能エネルギー設備の環境、経済、防災等のメリットを正しく理解でき、最大

導入につながるよう、建築士の説明義務について、説明の支援ツール等の改善を図りながら、

引き続き着実に制度運用を図ります。  

 

 

 地球温暖化対策における再生可能エネルギーの利用の重要性や、価格面で有利になる

メニューの提示等により、再生可能エネルギー電気の利用を促進します。また、再生可

能エネルギー源を豊富に有する地域との連携により、市内で利用する再生可能エネル

ギー電気の供給量の効率的な拡大を進めます。 

 

推進方針 
９ 再生可能エネルギー電気の利用促進 
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施策１ 需要側の選択の促進 

【主な取組】 

■ 再生可能エネルギー電気の情報発信の充実 

  再生可能エネルギー電気を供給する電力会社やメニューの情報発信、電気の切替え検討者

とのマッチングの支援などを通じて、再生可能エネルギー電気への切替えを促進します。 

■ 再生可能エネルギー設備の導入等と合わせた再エネ電気切替えの推進 

  脱炭素先行地域の補助事業などにおいて、再生可能エネルギー電気への切替えを支援の要

件とするとともに、再生可能エネルギー設備の導入時等には電気の契約メニューの見直しへの

関心も高まることから、この機を捉え、効果的に情報発信することで、再生可能エネルギー電

気への切替えを推進します。 

■ 事業者における選択の促進 

  （特非）KES 環境機構や、再エネ 100 宣言 RE Action18協議会など既存の企業ネットワーク

と協働して、再生可能エネルギー電気の選択が、経営の脱炭素化や SDGs への貢献につなが

ることの呼びかけを強化します。さらに、特定事業者を対象とした事業者排出量削減計画書制  

度において、再生可能エネルギー由来の電気の利用を評価項目とすることで、再生可能エネル

ギー電気への切替えを促進します。  

施策２ 他地域との連携による再生可能エネルギー電気の供給促進 

【主な取組】 

■ 京都市外の地域との再生可能エネルギー電気供給・利用に関する連携の推進 

  本市は都市であり、エネルギーの大消費地であることから、市域内で消費されるエネルギー

を着実に再生可能エネルギーで賄っていくためにも、他地域と連携し、再生可能エネルギー電

気の本市への供給を促進します。  

 

 

 

 再生可能エネルギーの主力電源化、火力発電の脱炭素化や原子力発電に依存しないエ

ネルギーシステムの構築に向け、エネルギー供給事業者や国との対話や働きかけなど、

自治体として可能な取組をしっかりと進めるとともに、エネルギー供給事業者と連携し、

エネルギーの需要側の温室効果ガス排出削減等に取り組みます。  

施策１ エネルギー供給事業者や国との対話や働きかけ 

【主な取組】 

■ 再生可能エネルギーの主力電源化に向けた対話や働きかけ 

  条例により再生可能エネルギーの利用拡大等の責務を有するエネルギー供給事業者（電気

事業者、ガス事業者）や国に対して、再生可能エネルギーの主力電源化、新たな脱炭素技術の

実装、地域と連携した脱炭素化の取組等の実行に向けて、対話や要望・提案等の働きかけを実

 
18 企業活動に必要なエネルギーを100％再生可能エネルギーで調達することを目標に掲げる「RE100」の取組につい

て、団体の規模や種類に関わらずに参加できる枠組み 

推進方針 
１０ 
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施していきます。 

 

施策２ エネルギー供給事業者との連携 

【主な取組】 

■ エネルギーの需要側の温室効果ガス排出削減 

  エネルギー供給事業者と連携し、エネルギーの需要側の温室効果ガス排出削減に取り組む

とともに、ペロブスカイト太陽電池や、合成メタンをはじめとする水素等の脱炭素技術につい

ても、将来の普及に向けた取組を検討します。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再生可能エネルギー電気の主力電源化を見据え、再生可能エネルギー電気の変動性を

踏まえたうえでの、安定的な需給バランスの担保や、災害時のレジリエンスの向上など、

分散型のエネルギーシステムの構築に向けた、調査・研究を行います。 

施策１ 分散型のエネルギーシステムの構築に向けた調査・研究 

【主な取組】 

■ 地域・コミュニティ単位での分散型エネルギーシステムの構築に向けた調査・研究 

  各家庭の太陽光発電設備から事業所の排熱まで、活用可能な再生可能エネルギー量等の把

握や、EV と蓄電池の調整力の効率的な活用方法、デマンドレスポンス19の在り方など、分散

型のエネルギーシステムの構築に向けた課題の解決を図るため、まずは、地域を単位とした調

査・研究を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
19 卸市場価格の高騰時または系統信頼性の低下時において、電気料金価格の設定又はインセンティブの支払に応じ

て、需要家側が電力の使用を抑制するよう電力の消費パターンを変化させること 

推進方針 
１１ 

＜合成メタン＞ 
水素と CO₂から合成（メタネーション）されるメタン。再生可能エネルギー由来の電力で水を電気

分解してつくる「グリーン水素」の利用や、工場や発電所などで排出された二酸化炭素の回収・再利
用等により、CO2排出を抑制できます。天然ガス（都市ガス）とほぼ同じ成分であり、都市ガス導管な
どの既存のインフラ等を活用できる利点がある一方、水素製造コストの低減等の課題があり、生産効
率の向上に向けた技術開発が進められています。 

 

＜省エネ対策、自家消費型再生可能エネルギーの導入のメリット＞ 

電気、ガス等のエネルギーは、日常生活や事業活動に欠かせないものであり、市民・事業者における省

エネ対策の徹底や特に自家消費型の再生可能エネルギーの導入は、地球温暖化対策に加え、エネル

ギー費用の節減や価格変動リスクの回避、台風や地震等の災害時の非常用電源確保等の観点でも有用

です。 
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                                 （万 t-CO2) 

削減量 対策 主な取組 
関連する 

推進方針 

運輸部門 

30 万 t 

公共交通の利用拡大 

次世代自動車の普及等によ

る燃費改善 

運輸・運送事業者の省エネ

取組（運用改善等） 

・利便性向上等による公共交通の利用促進 

・次世代自動車の普及、自動車利用意識の転

換促進 

・事業者の削減取組の促進 

（特定事業者排出量削減計画書制度、エ

ネルギー消費量等報告書制度）  等 

１２・１３ 

 

 

 

 

 

 様々なデジタル技術も活用した、バス・地下鉄をはじめ公共交通の利便性向上や、市

民生活を支える公共交通を地域の特性に応じて確保すること等を通じて、公共交通の更

なる利用促進を図るとともに、誰もが「出かけたくなる」まちづくりの推進、モビリティ・

2050 年の社会像－まちの姿－ 
移 動 自動運転や AI 等の新技術を活用した高度な交通システムの構築などにより、移

動がより効率的で快適になり、人と公共交通優先の「歩くまち・京都」の取組が進展

し、「出かけたくなる」魅力と活力あふれるまちが実現 

モビリティの転換 

 2050 年に向けた転換及び 2030 年度削減目標達成に向けた取組の推進方針等 

推進方針 
１２ 公共交通優先のまちづくりの推進 

2030 年度削減見込み 

運輸部門 エネルギー消費 

19,737TJ（2023 年度）→ 15,761TJ（2030 年度） ▲20％ 
運輸部門排出量 
▲30 万 t-CO2 
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マネジメント20の取組等を通じ、歩いて楽しいくらしを大切にするライフスタイルを促

進します。 

 さらに、脱炭素社会や健康増進、地域の活性化などを実現するため、安心・安全・快

適な自転車利用環境を創出するとともに、自転車交通の役割拡大を推進します。 

施策１ 公共交通の利便性向上と利用促進 

【主な取組】 

■ 交通事業者間の連携強化 

  公共交通の更なる利便性・快適性の向上や利用促進に向けた、交通事業者間の更なる連携強

化を図ります。 

■ 市バス・地下鉄の利便性の更なる向上 

  市バス・地下鉄の利用促進に向け、リアルタイム運行情報（車内混雑度や走行位置等）の発

信や、京都駅周辺の手荷物の一時預かり・配送サービスの事前予約システムを導入等、利便性

の更なる向上を図ります。 

また、京都駅周辺の手荷物の一時預かり・配送サービスについて事前予約システムの活用な

どにより、サービスの利用促進や各窓口での混雑緩和を図ります。 

施策２ 歩いて楽しいまちづくりとライフスタイルの促進 

【主な取組】 

■ 誰もが「出かけたくなる」歩行者優先の魅力的なまちづくりの推進 

  にぎわいのある魅力的な歩行空間の創出や、パークアンドライドの利用促進をはじめとし

たクルマの流入抑制に引き続き取り組みます。 

■ 歩いて楽しい暮らしを大切にするスマートなライフスタイルの更なる促進 

  公共交通を便利で快適に使うライフスタイルの定着と、モビリティ・マネジメントの取組を

通じ、地域に根差した公共交通利用の促進を図ります。 

施策３ 安心・安全・快適な自転車利用環境の創出と自転車交通の役割拡大 

【主な取組】 

■ 安心・安全・快適な自転車利用環境の創出 

  ライフステージに応じたより効果的な自転車安全教育やルール・マナーの啓発などに取り

組むとともに、更なる自転車走行環境の整備や駐輪環境の向上を進め、より安心・安全・快適

な利用環境の創出を図ります。 

■ 自転車交通の役割拡大 

  公共交通を補完し、移動の利便性向上につながるシェアサイクルを推進するなど、徒歩や公

共交通等とかしこく組み合わせた自転車の利活用を促進します。また、サイクルツーリズムな

ど多様な場面での自転車の活用を推進します。 

 
20  歩いて楽しい暮らしを大切にする動機付けのための情報と、公共交通を利用する際に必要となる情報を、利用者の

視点に立って適確に提供するとともに、ライフスタイルの転換を一人ひとりに促すため、自らの行動を振り返り、行

動をどのように変えるか考えるきっかけとなるコミュニケ―ション施策 
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 自動車の保有・運転に際しては、条例の制度や、EV・PHEV 等の次世代自動車が持つ

多面的な機能の情報発信のほか、充電インフラ環境の整備促進等により、次世代自動車

の普及促進を図るとともに、次世代自動車以外の自動車も含め、燃費向上効果があるエ

コドライブの普及促進を図ります。 

施策１ 次世代自動車の更なる普及促進 

【主な取組】 

■ 大規模排出事業者(特定事業者)における次世代自動車等の導入促進 

  条例に規定する特定事業者に対する新車購入時の一定割合以上の次世代自動車等の導入義

務等により、更なる導入を促します。 

■ 自動車販売業者による次世代自動車等普及の促進 

  自動車販売業者による環境情報の説明や、次世代自動車等の販売実績の報告を通じて、次世

代自動車が一層普及していくように取り組みます。 

■ 商用車をはじめとする次世代自動車の導入促進 

  商用車向け EV 等導入時の運用事例を創出し、その導入や運用に係るノウハウの収集、周知

啓発と合わせて、効率的な物流の促進に努めることで、自動車運送の脱炭素化を促進します。 

施策２ 次世代自動車の多面的な機能の発信による普及促進 

【主な取組】 

■ 周知啓発・情報発信の充実 

  市が保有している EV、PHEV、FCV も活用し、見て体験してもらうことをはじめ、次世代

自動車の周知啓発・情報発信を図るとともに、家庭の二酸化炭素排出量の大幅な削減と災害時

のレジリエンス向上につながる、太陽光発電の余剰電力を EV や PHEV に充電する V2H21な

ど、移動以外の多面的な機能を活用した事例などを発信します。 

施策３ 次世代自動車の利用環境の整備 

【主な取組】 

■ EV 充電設備の設置促進 

  マンションや駐車場の新設時などにおいて、今後の EV、PHEV の普及を見据えて充電設備

の設置を働きかけるなど、環境整備を促進します。 

  特に、設置費用や運用方法等の課題により設置が進みにくい状況にある既築マンションに

ついては、EV 充電サービス事業者等と連携し、設置促進を図ります。 

 

 
21  Vehicle to Homeの略。EV・PHEVの蓄電池に蓄えた電気を住宅・走行で使う仕組みのこと 

推進方針 
１３ 

ＥＶ・ＰＨＥＶ等の次世代自動車の普及、 

自動車利用意識の転換 
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施策４ 自動車利用意識の転換 

【主な取組】 

■ エコドライブ実施者の拡大 

  エコドライブの取組が広がるよう、広くエコドライブの方法・効果等の情報提供を図るとと

もに、エコドライブ推進事業所登録制度や認定制度を活用して普及・実践の拡大を図ります。 

■ シェアリングの促進 

  過度な自動車利用の抑制につながるシェアリング等が新たなライフスタイルや事業活動の

スタイルとして一般的になるよう普及促進を図ります。 

 

 

 持続可能なまちづくりを実現する公共交通ネットワークの形成に向けて、IoT や AI、
自動運転等の新技術を活用した新たなモビリティサービスの取組を進めます。 

 また、将来の都市交通インフラにおける脱化石燃料化に向け、大きなシステムの転換

も見据えた課題や方策等について研究を進めます。 

施策１ 新技術・新概念を踏まえた移動サービスの実現に向けた取組の推進 

【主な取組】 

■ 自動運転技術等の新たな交通システムの取組の推進 

  国や民間事業者と連携し、自動運転技術等を活用した新たな交通システムの取組を推進し

ます。 

施策２ 都市交通の脱化石燃料化に向けた研究 

【主な取組】 

■ 都市交通の脱化石燃料化に向けた研究 

  都市交通インフラの脱化石燃料化を見据えた課題や方策等について研究を進めます。 

  

推進方針 
１４ ２０５０年に向けたイノベーション～モビリティ編～ 
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                   （万 t-CO2) 

削減量 主な取組 
関連する 

推進方針 

吸収量 

1 万 t 増 
森林整備、緑地整備 等 

１５・１６ 

１７・１８ 

 

 

 

 

 適切な森林の保全・整備を進めるとともに、林業の担い手となる人材の育成を図りま

す。また、他産業・他分野などとの連携による、新たな森林の利活用ビジネス等を創出

します。 

施策１ 二酸化炭素の吸収源となる森林の適切な保全とその担い手の育成 

【主な取組】 

■ 健全な森林を維持する取組の推進 

  森林経営計画に基づく効率的で持続可能な林業により、森林資源の有効活用や森林由来の 

2050 年の社会像－まちの姿－ 

 森 林 木材生産のほか、 自然と の関わり を改めて体感・ 体得し、 豊かな感性を育む環境

学習やレクリ エーショ ンの場などと して積極的に活用され、二酸化炭素吸収、生物多

様性保全、 治水など、 森林の多面的機能を十分に発揮 

 農 地 地産地消の推進や環境に配慮し た農業への支援などを通じ て、豊かな恵

みを生み出す農地が適切に維持・ 管理さ れ、 二酸化炭素吸収、 生物多様性

保全等に貢献 

 

森林・農地等の吸収源対策 

2030 年度削減見込み 

 2050 年に向けた転換及び 2030 年度削減目標達成に向けた取組の推進方針等 

推進方針 
１５ 森林整備の推進 

街路樹や緑地が適切に配置され、暑熱や豪雨等の 

影響を緩和する、安心・安全で快適なまち 

森林・都市緑地、農地における吸収 

5％増加（2023 年度比） 
吸収量 

1 万 t-CO2 増 
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J クレジット創出を検討するとともに、市民や企業等の参画による森林保全活動を展開し、恵

み豊かな森づくりを推進します。 

  あわせて、森林経営管理制度の運用による適正な森林管理を推進するとともに、持続的な

成長を目指す経営体への高性能林業機械の導入支援により、林業経営の効率化を推進します。 

■ 建築物等における市内産木材の利用促進 

  建築物等における市内産木材の利用を促進することにより、森林資源の循環利用を促進し、

二酸化炭素の固定につなげます。 

■ 生産性・収益性の高い林業を実践する新たな担い手の育成 

  森林への関わり方を多様化することで新たな担い手を発掘するとともに、スマート林業の

導入によるドローンや ICT を活用した経営や機械化の推進など、高度な技術や経営力を有する

担い手の育成を支援します。 

施策２ 多様な産業との連携などによる森林利活用の仕組みの構築 

【主な取組】 

■ 林業における新たな担い手の確保に向けた取組の推進 

  教育、観光、福祉など他分野との連携による、新たな森林利活用ビジネスの創出など、森林

との多様な関わり方を推進することで、新たな担い手の育成を進めます。 

■ グリーンツーリズムの推進 

  豊かな森林や山間地域の文化・暮らしを体験する観光など、市民等が森林や地域の農林業と

触れ合う機会の創出により、森林や農林業への理解や地産地消を促進します。 

 

 

 生産地と消費地が近いなど京都の特性をいかし、多面的な機能を発揮する農地を保全

する取組を支援するとともに、一般的な農法と比べて、より多く炭素を農地に貯留し、

二酸化炭素を固定・吸収する環境に配慮した農業を推進します。 

 また、他産業・他分野などとの連携による、農地保全の仕組みづくりを進めます。 

施策１ 京都の特性をいかした取組による農地の多面的な機能の維持 

【主な取組】 

■ 農地の多面的な機能の発揮 

  農作物の生産の過程で生じる環境負荷の軽減や、GAP22の実施を進めるとともに、農地、農

業用ため池における生き物の生息・生育に配慮した整備等、地域の生態系に配慮した取組を支

援します。 

 

 
22  Good Agricultural Practice（農業生産工程管理）の略。農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持

続可能性を確保するための生産工程管理の取組 

推進方針 
１６ 農業・農村の維持・発展 
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施策２ バイオマスの活用など環境に配慮した農業の推進 

【主な取組】 

■ バイオマスの活用など、環境に配慮した農業の推進 

  地域内の林産物を使用したバイオ炭、堆肥などのバイオマスの活用や、田んぼの中干期間の

延長等の農法を実践する事業者等を支援し、環境に配慮した農業の取組面積を拡大していきま

す。 

施策３ 多様な産業などとの連携による農地保全の仕組みの構築 

【主な取組】 

■ 農地の状況把握など、担い手とのマッチングの強化 

  農業の担い手の状況を把握し、「地域計画23」のブラッシュアップを通して、意欲のある農業

者が市内農地を確保できるよう、マッチングを進めます。 

■ 農業における新たな担い手の確保に向けた取組の推進 

  農業経営の効率化に向け、担い手への農地の集積を進め、半農半 X24や農福連携25など、他

産業との多様な農の関わり方を推進することで、新たな担い手の確保を進めます。 

 

 

 四季を感じることができる道路、公園をはじめ、質の高い緑の空間を整備するととも

に、農地の保全等と併せて、市内を流れる河川や街路樹を骨格とした緑のネットワーク

を形成する緑地を保全します。 

施策１ 街路樹を含めた道路、公園、農地、河川など緑のネットワークを形成す

る緑地の保全 

【主な取組】 

■ 緑の保全、量と質の充実 

  街路樹や公園、庭園、農地等の緑地を保全し、量の維持・充実に中長期的に取り組むととも

に、みどりが持つ様々な機能を踏まえて、多角的な視点から質の充実に取り組みます。 

また、京都ゆかりの植物の持続可能な供給体制の構築や緑化に係る事例集の作成・運用を行

い、公園等の緑化において京都ゆかりの植物を活用します。 

■ ため池、河川などの水辺の保全 

  ため池や河川などの水辺を保全し、水と緑のネットワークづくりを進めます。 

 

 
23  地域の農業者の話し合いに基づき、地域農業の将来の在り方をまとめた「計画書」と、農地１筆ごとに将来の利

用者を明確化した「目標地図」をセットで合意・決定したもの 
24  農業や林業と、それ以外のやりたい仕事を両立する生き方 
25  障害のある方等が農林業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいをもって社会参画を実現するとともに、担

い手不足や高齢化が進む農林業分野において、新たな働き手の確保につながる可能性が期待される取組 

推進方針 
１７ 緑地の保全 
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 地域内の資源・経済循環による地域活性化や文化の継承、輸送に係るエネルギー消費

の削減など、様々な面で相乗効果のある取組であり、吸収源である森林・農地の維持・

利用を支える行動として、地産地消を推進します。 

施策１ 市内農産物・木材の需要拡大を図ることによる地産地消の推進 

【主な取組】 

■ 地産地消や京の食文化の推進 

  市内の農林水産物の購入しやすい販売方法の構築や、消費喚起につながる情報発信等によ

り、市内産農林水産物の地産地消を推進するとともに、京都の歴史と四季折々の自然の中で育

まれてきた食文化の魅力や知恵を発信し、需要喚起を図ります。 

■ ウッド・チェンジ26による木材利用の推進 

  木材の利用における川上から川下までの幅広い分野の関係者と行政が相互に連携し、市内

産をはじめとする地域産木材の建築物等における利用の普及啓発や、利用しやすい環境づくり

に取り組みます。 

■ 市内の農林水産物の“京都ブランド”の構築による新たな食の流通体制の構築 

  地域と結びついた“京都ブランド”のストーリーを発信し、他地域との差別化を図り、付加

価値の高い農水産物・木材の販路の拡大を進めます。 

 

  

 
26  身の回りのものを木に変える、木を暮らしに取り入れる、建築物を木造・木質化するなど、木の利用を通じて持

続可能な社会へチェンジする行動 

推進方針 
１８ 地産地消の推進 
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６章 気候変動の影響への対策 （適応策） 
 

 温室効果ガス排出量実質ゼロを達成し、世界の平均気温の上昇を工業化前レベルに比

べて 1.5℃以内にとどめられたとしても、降水量の変化などをはじめ、様々な気候の変

化等が生じ、広範な分野で影響が生じることが予測されます。 
 そのため、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出抑制を図る「緩和策」を着実

に進めるとともに、既に現れている影響や今後も中長期的に避けることのできない影響

へ対応するための「適応策」を計画的に進める必要があります。 
 適応策を推進することにより、市民の生命・健康や財産を守り、経済、自然環境等へ

の被害を回避又は最小化し、迅速に回復できる、安心・安全で持続可能な社会の構築を

目指します。 

適応策の進め方 

 ⑴ 方針  
 
 
 
 
 

 ＜適応策の取組の５つの視点＞ 

  気候変動の影響は、多分野、広範囲にわたり、また今後深刻化が想定されるもので

あるため、以下の視点に基づいて取組を検討し、推進していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 市民生活・事業活動への適応の取組の浸透を図るとともに、長期的な視点に立っ

て各分野の対策の充実を図り、気候変動に適応するまちづくりを進めます。 

・市民生活や事業活動の質を維持・向上させる。 

・伝統・文化をはじめとする「京都らしさ」を持続・発展させる。 

・京都が培ってきた知恵を発信する。 

適応策の 
実施により 

長期的な視点 

 影響が顕在化してからでは対応に係る

費用等が莫大になるため、影響の及ぶ範

囲や対象の時間的・空間的な広がりを考

慮した対策を実施します。 

幅広く対象を想定 

 影響を受ける対象・度合いは多様である

ため、その範囲を幅広く捉え、高齢者など

の適応弱者を含め、各主体の状況に応じた

柔軟な対策を実施します。 

京都ならではの対策 

 歴史、先人の知恵、生活文化を活用

した、京都が率先して取り組むべき分

野に重点的に取り組みます。 

同時解決 

 緩和策との両立に加え、各施策へ適応

の視点を組み込むことで、政策の融合に

よる同時解決を図り、シナジー効果を創

出します。 

ビジネスにつなげる 

 適応策に関わる分野は多岐に渡ること

から、行政主体の対策はもとより、自立

的な対策につながるビジネスベースの対

策を促進します。 

1 

図11．適応策の取組の５つの視点 
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 ⑵ 適応策実施の流れ 

   気候変動やその影響について把握・分析、知見の収集を行うとともに、情報を発

信することで、市民・事業者等の適応策への理解の促進に取り組みます（「知る・伝

える」）。 
   そして、行政は、収集した知見等に基づき、市政各分野の適応に資する施策を推

進するとともに、市民・事業者等と協働で、市民生活・事業活動における適応の取

組が浸透するよう取り組みます（「対応する」）。 
   さらに、ビジネスベースでの取組も含め、新たな適応策を「創出する」ことで、

自立的に推進されるよう、段階を踏んで取組を発展させていきます。 
   実施に当たっては、「京都気候変動適応センター」を活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

図12．適応策の実施フロー 
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 ⑶ 京都気候変動適応センターの活用 

   市民生活・事業活動での適応の取組の浸透には、京都の社会特性や自然条件に応

じた、適応に関する情報発信や事例の水平展開等、各主体のニーズに合った双方向

の情報共有、発信が必要です。 

   この中心的な役割を果たす拠点として、本市では、京都府及び総合地球環境学研

究所との協働により、2021 年 7 月に「京都気候変動適応センター」※を設置してお

り、同センターを活用して、京都における気候変動の影響と適応に関する情報の収

集・分析・発信を進めていきます。 

※ 気候変動適応法において、自治体の努力義務として、体制確保を求められている「地域気候変
動適応センター」に位置付けています。 

 ＜京都気候変動適応センターの機能イメージ＞ 

  気候変動の影響と適応に関する情報収集、整理、分析、提供等を行う「情報基盤機

能」を基本機能とし、京都における様々な関係機関との連携の下、最新の知見の集約

を担う「研究教育機能」と、適応ビジネスにつなげる「コーディネート機能」を有す

るセンターとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イクレイ27 

 

 

 
27 （公財）地球環境戦略研究機関。低炭素で持続可能な社会への移行を促すために、深刻化する地球環境問題に焦

点を当て、アジア太平洋の視点から戦略的な政策研究を行う国際的な研究機関 

・適応に対する“気付き”を与える情報発信 
・地域における適応の優良事例の収集 
・ホームページや出前講座を通じた適応に 
 関する様々な情報の一元的な発信 など 

気候変動に対するニーズ・シーズの把握、 
適正なマッチング 

事業者 

コーディネート機能 

研究教育機能 

 情報基盤機能 （基本機能） 

府市の産業 
支援機関等 

気候変動の影響と適応に関する 
情報の収集、整理、分析、提供、技術的助言 

大学や研究機関と連携した、京都における 
気候変動の影響と適応に関する最新の知見
の集約 

府市の産業関係機関等と連携した、適応策の
自立的な普及に向けた適応ビジネス創出支援 

連 

携 

大学 
研究機関 

連 

携 

成果を施策、府市民、 
事業者等へ還元 

国センター 

・情報提供 

・京都の情報 

 の共有 

府市民 

事業者 

府市 

啓発 

技術的助言 

事例・情報 

の収集 

ビジネスに 
つながる 
情報交換等 

＋（プラス） 

情報の利用 

・提供等 

イクレイ、 
 

IGES 等 

図13．適応センターの機能イメージ 

27 
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 ⑷ 分野別の対策の推進 
   気候変動への適応を進める必要がある「自然災害」、「健康・都市生活」、「水環境・

水資源」、「農業・林業」、「自然生態系」、「文化・観光・地場産業」の 6 つの分野に

ついて、長期的な視点に立って、対策の充実を図っていきます。 
   対策に当たっては、グリーンインフラなど NbS28の考え方に沿った対策を更に推

進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
28 Nature-based Solutions：自然が有する機能を持続可能に利用し、多様な社会課題の解決につなげる考え方 

 

 グリーンインフラとは、緑地や森林、水辺、農地などの自然環境が有する多様な機能を活用したイ

ンフラ整備や土地利用のことを指します。 

 グリーンインフラの特徴は、その効果が様々な分野に及ぶことであり、「雨水の貯留・浸透による

防災・減災」、「ヒートアイランド現象の緩和」、「水源涵養」、「生物の生息・生育の場の提供」など、 

多くの分野の適応策に資するのみならず、「良好な景観形成」

や「レクリエーションや地域の憩いの場の創出」などにもつな

がります。 

 本市でも、今後の土地利用の計画においては、グリーンイ

ンフラの観点を盛り込み、従来のグレーインフラと言われる

人工構造物と組み合わせることで、気候変動に適応した、持

続可能で魅力ある地域づくりを進めていきます。   

自然災害分野 

農業・林業分野 

自然生態系分野 

【気候変動影響、適応に 

関する情報収集、分析等】 

グリーンインフラ 

【森林等の多面的機能、生態系サービスの活用】 

図14．適応策推進のイメージ 

コラム グリーンインフラ 

グリーンインフラの例 

四条堀川の雨庭 
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分野別の対策 
 

 

 

 

 

 市内においても、2018 年に 7 月豪雨や

台風 21 号により浸水や倒木が起き、2025
年には線状降水帯発生により、中京区にお

いて最大 1 時間降水量 102 ミリ（観測史

上最多）を観測し、道路が冠水するなど、

既に、豪雨や大型台風に伴う水害や土砂災

害等の被害が発生しています。 
 今後も、地球温暖化の進行が続けば、豪

雨の頻度の増加等が予測されており、更に

甚大な被害が起こることが懸念されます。 

 

 

 

  ハザードマップの周知の徹底など、被害を最小化するためのソフト対策を行うとと

もに、河川改修や雨水幹線等下水道の着実な整備、まちづくりと連携した浸水軽減・

氾濫拡大の抑制、森林の整備等による山地災害の軽減や各主体が連携した災害対応の

体制等の整備などのハード対策による防災・減災対策を着実に推進し、都市のレジリ

エンスの向上を図ります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

自然災害  
分野 

１ 

 現状等 

図15.2018年台風21号による倒木（北区） 

都市のレジリエンスの向上に向けた、気候変動による被害の未然

防止等と浸水対策をはじめとした防災・減災対策の推進 
 推進方針 

・ 防災、災害関連情報

（河川・雨量・水位・被

害発生状況・災害廃棄物

の分別排出方法等）の共

有、発信 

・ 防災マップ等による水

害、土砂災害リスク情報

の提供、啓発 

知る・伝える 
■ 国・府等と連携した、総合的な治水対策・雨に強

いまちづくりの取組 
・ 都市基盤河川改修、普通河川等改良の推進 

・ 雨水幹線整備等、下水道事業による浸水対策 

・ 民間施設、公共施設における雨水流出抑制施設の設置 

■ 洪水被害等を緩和する防災・減災対策 
・ 農地の保全、森林の整備 
・ 防災重点農業用ため池の防災工事等の支援 

・ 台風等による停電時対応等、災害時に貢献する自立

分散型電源（再生可能エネルギーや蓄電池、家庭用燃

料電池等）の活用の仕組みづくり 

・ 災害廃棄物の発生への備え（発災時に対応できる人

員や機材、仮置場や埋立処分地の確保等） 

対応する 
 主な対策 

2 
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 近年、京都においても、夏場は 40℃に迫る

気温を記録し、また、2025 年の年間猛暑日数

は 61 日と過去最高となり、熱中症搬送者数

は 1,000 人を超えるなど、都市部の暑さが深

刻化しています。 
 国連世界気象機関（WMO）によると、2024
年は観測史上最も暑い年となり、単年ではあ

るが、世界の平均気温は工業化前レベルと

比べて初めて 1.5℃を超えました。 
 今後、ヒートアイランド現象や感染症の増加なども含め、健康や都市生活に更なる

影響が出ることが懸念されます。 
 

 

 

  気象情報の提供や注意喚起による熱中症の予防・対処法の普及啓発、気温上昇と感

染症の発生リスクに関する知見の収集、ヒートアイランド現象の緩和、自然災害によ

る都市インフラへの影響に対応する取組を推進します。 

  

健康・都市生活 
分野 

２ 

 現状等 

図16．京都市における熱中症搬送者の推移 

熱中症等の予防・対策の充実とヒートアイランド現象や都市イン

フラへの影響への対応の推進 
 推進方針 

・ 熱中症予防のための気象情報

の発信、予防の啓発（熱中症特

別警戒アラート発表時の SNS

等での情報発信、熱中症対策普

及団体の指定等） 

・ 環境性能に優れた建築物の健

康面等のメリットの発信 

・ 感染症に関する情報収集 

・ 緑化の推進に関する普及啓発 

知る・伝える 

■ 熱中症対策 
 ・ ミスト装置の設置 
 ・ クーリングシェルターの市域での指定拡

大・運用 
 ・ 給水スポットの拡大 
 ・ 打ち水の推進 

■ ヒートアイランド現象の緩和 
・ 街路樹や緑地の整備（雨庭等）、建築物や

敷地の緑化推進 

・ 透水性舗装等の推進 

■ 都市インフラ対策 
・ 地下空間における浸水対策 

対応する 

 主な対策 
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 市内の河川の水質についても、概ね

良好な状況を保っています。 

また、本市の水道原水である琵琶湖

については、水質は悪化の傾向はみら

れていませんが、近年、植物プランク

トンの急激な増殖によって生じるかび

臭の発生日数が増加しています。 

今後、地球温暖化に伴う水温、水質、

地下水位、降水パターンの変化による

水質悪化や渇水といった影響が考え

られます。 

 

 

 

  水質や渇水リスクの評価結果を各主体と共有し、雨水・再生水利用を推進すること

により、良好な水環境の充実や健全な水循環系の維持・保全に向けた取組を進めます。 

 
  

・ 河川水質の調査 

・ 地下水質の調査 

・ 渇水リスクの把握 

・ 市民に分かりやすい    

新たな指標による水環

境の評価 

水環境・水資源 
分野 

３ 

 現状等 

水質や渇水リスクの評価、雨水・再生水利用等による良好な水資

源管理の推進 
 推進方針 

 主な対策 

知る・伝える 

■ 良好な水環境の充実 
 ・ 市街地における雨水浸透の推進 

 ・ 新築建築物、公共施設等における雨水利用の推進 

■ 健全な水循環系の維持・保全 
 ・ 農地の保全、森林の整備 

 ・ 親しみやすい水辺等の保全、創出 

対応する 

図17．水質汚濁に係る市保全基準達成率の推移 

 
（水質汚濁に係る市保全基準） 

市民の健康を保護し、快適な生活環境及び良好な自然環境

を保全するうえで維持することが望ましい基準 
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 全国的に、高温や少雨による作

物の品質低下や収量低下、温暖化

による媒介虫の増加によるウイル

ス病の発生などが生じています。 

 今後、気温の上昇に伴い、これ

らの被害が更に深刻化することが

想定されるほか、自然災害（分野

１）とも関連し、集中豪雨による

作物の冠水といった、農地や森林

における風水害も甚大化すること 

が見込まれます。 

 

 

 

  自然災害の影響への対応を強化するとともに、気候変動による農林業への影響の把

握・分析を進め、適応策の必要性等について、生産者への周知啓発を推進します。 

  また、高温・乾燥など今後見込まれる影響に備える取組を推進し、農地・森林のレ

ジリエンスの向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

農業・林業 
分野 

４ 

図18.害虫によるイネの坪枯れ（伏見区） 

気候変動による農林業への影響評価及び対策の強化  推進方針 

 主な対策 

・ 農林業への影響リス

ク評価、分析の実施 

・ 分析結果等を踏まえ

た適応策に関する普及

啓発 

知る・伝える 

■ 集中豪雨の増加等への対策 

 ・ 農業用水の取水施設遠隔監視等を支援 

 ・ 農業用ため池、林道など農林業用施設の整備推進 

 ・ 多様な樹種の植栽など災害に強い森づくり 

■ 適切な森林整備の推進 
 ・ 林業振興に加え、森林経営管理制度の推進により、

健全な森林を保全 

■ 高温等による農林水産物の影響への対応 
 ・ 新たな品種の導入など高温等による農林水産物への

影響への対応 

対応する 

 現状等 
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 全国的に、地球温暖化が一因とも言われ

ているニホンジカの増加に伴い、林床植物

等の食害が深刻化しています。京都におい

ても、ニホンジカの食害によりチマキザサ

などの林床の植物が被害を受けています。 

 また、桜の開花の早期化や紅葉の晩期化

などの生物季節の変化も見られています。 

 今後、植生、生息域の変化による生物多

様性の劣化、森林の多面的機能の低下など

の影響が生じることも想定されます。 

 

 

 

  研究者や保全団体等と協力し、市内の生物多様性の現状把握を進め、気候変動の生

物多様性への影響評価を行い、各主体への情報共有及び認知・行動変容の促進に取り

組みます。 

  また、気候変動を含む様々な要因によるストレスの低減を図るとともに順応性を高

めるため、生態系ネットワークを構築し、健全な生態系の保全と回復を目指します。 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

自然生態系 
分野 

５ 

図19.ニホンジカ（左京区） 

 現状等 

気候変動による生物多様性への影響評価及び認知・行動変容の促進  推進方針 

 主な対策 

・ モニタリング結果等を踏

まえた生物多様性への影

響把握 

・ 「生きものむすぶ・みん

なのミュージアム」や、

きょうと生物多様性セン

ターによるイベント・セミ

ナーの開催等を通じた幅

広い層への情報発信 

・ 「地域生きもの探偵団」

の発展・横展開など、生物

多様性の学びの拠点、自然

とのふれあいや学習機会

の充実 

知る・伝える ■ 生物多様性の保全や持続可能な利用の推進 

 ・ 里地・里山や希少種、重点保全地域の保全強化 

 ・ 自然の持つ機能をいかした緑と水辺の整備 

 ・ 生物多様性の視点を持つガイドを養成する仕組みの

創設など、サステナブルツーリズムの推進 

■ 生物多様性に配慮した経済活動や保全活動の促進 

 ・ 京都ゆかりの植物の持続可能な供給など、生物多様

性に配慮した企業活動の促進 

 ・ 森林・農地における生物多様性保全の枠組みづくり

など、生物多様性保全のネットワーク形成 

 ・ 生物多様性に配慮した緑化の優良事例集を活用した

企業や公共工事等における生物多様性への配慮促進 

・ 自然共生サイトへの認定促進 

対応する 
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 左京区では、自然生態系（分野5）

で示したニホンジカの食害に伴

い、祇園祭や和菓子業界で活用さ

れてきたチマキザサの新芽が食害

を受けるなどし、絶滅の危機に瀕

しています。 
 また、2018 年には、分野 2 で示

した猛暑に伴い、祇園祭の主要行

事の一つ「花笠巡行」が中止される

など影響が出てきています。 
 今後、分野 1～5 への影響に伴

い、文化や観光資源（歴史的資産周辺の景観や伝統的な借景を構成する森林、西陣織

や京友禅の染料、京料理の食材や京野菜、清酒の醸造など）への影響、観光業・伝統

産業などにおける経済損失（観光価値の低下）などが生じることが想定されます。 
 

 

 

  気候変動が京都の文化・観光、伝統行事、地場産業等に及ぼす影響について、情報

収集や分析、評価を行うとともに、情報の地域への提供や関係者間の共有を図り、具

体的な対策につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

文化・観光・地場産業  
分野 

６ 

 現状等 

図20．チマキザサが激減した山地（左京区） 

気候変動による文化・観光・地場産業への影響評価及び情報共有等  推進方針 

 主な対策 

・ 文化、観光、地場産業

への影響の情報収集、

分析 

・ 京都の伝統文化を支

える自然生態系に関す

る情報発信 

知る・伝える ■ 景観や観光資源等の保護・継承 
 ・ 自然生態系等への影響からの歴史的資産周辺の景観の保護 

■ 気候変動の影響に備えた文化財の防災対策の推進 
 ・ 文化財の災害時の保管場所の検討や応急措置体制の整備 

■ 気候変動影響を踏まえた観光の推進 
 ・ 観光客の熱中症、水害等へのリスク対応の強化 

 ・ サステナブルツーリズムの推進 

■ 伝統文化・地場産業を支える自然資源等の維持 
 ・ チマキザサなど、京都の文化を支える生物資源の持続可能

な供給・利用 

 ・ 文化財や伝統産業に用いる道具や原材料確保対策 

 ・ 地域に密着した産地の活性化（西陣・清水など） 

対応する 
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７章 計画の進行管理 

推進体制 

 ⑴ 市民・事業者・大学・研究機関・地域活動団体・環境保全活動団体等との

連携 

   脱炭素社会を目指すに当たっては、あらゆる主体が自分ごととして、自主的・積

極的に取組を推進していくことが必要であることから、次世代を担う若者世代など、

様々なステークホルダーとの対話等を図るとともに、脱炭素型ライフスタイルのビ

ジョンを共有し、市内における地球温暖化対策への気運の醸成を図り、各主体の自

発的な取組を促進します。 

   また、脱炭素社会の実現に不可欠なイノベーションの創出に向けて、「大学のま

ち」であるとともに、伝統産業から最先端産業まで幅広い産業を有する京都の特性

をいかし、最先端の技術の開発や社会・経済・環境の同時解決につながる新たなビ

ジネスの創出を進めます。 

 ⑵ 京都府、国及び他都市との連携 

   京都府とは府市共同条例「地球温暖化対策条例」に基づく義務規定の運用や、共

同で設置した京都気候変動適応センターなどについて連携し、相乗効果を高めなが

ら取組を推進します。 

   国に対して積極的な政策提案を行うとともに、毎年度、環境省をはじめとした省

庁の予算を活用した事業を検討します。 

   また、「関西広域連合」や「指定都市自然エネルギー協議会」、「ゼロカーボン市区

町村協議会」との連携の強化などにより、国の制度や方針の転換を促進するととも

に、再生可能エネルギーの供給など、効果的な地球温暖化対策を推進するため、具

体的な取組レベルにおいての連携も推進していきます。 

 ⑶ 国際的な連携による取組の推進 

   地球規模の地球温暖化対策を促進するため、これまでから、イクレイなどの国際

的なネットワークを通じた連携、本市主催による国際会議の開催や COP 等の国際

会議への参加などを通じて、本市の取組の発信、アジアでの地球温暖化の防止に関

する取組への協力等、様々な国際的な取組を実施してきました。 

   今後も、「京都議定書」とパリ協定を支える「IPCC 京都ガイドライン」誕生の地

として、引き続き、これら国際的なネットワークと連携しながら、獲得した多様な

知見を用いて先駆的な取組を実施するとともに、その成果についても、COP 等の

国際会議の参加を通じて、世界に発信し、世界での取組を推進します。 

 ⑷ 全庁横断的な体制による地球温暖化対策の推進 

   市長を本部長とする「京都市 1.5℃を目指す地球温暖化対策推進本部」を中心に、

全庁横断的に具体的な施策レベルでの融合を図り、効果的な取組を推進します。 

  

11
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計画の進行管理 

  計画の目標の達成に向け、目標に対する進捗の状況や、施策の取組状況などについ

て、点検、評価、公表を行います。 
  有識者等で構成される地球温暖化対策推進委員会（以下「推進委員会」という。）に

おいて、専門的見地から地球温暖化対策を点検・評価します。 
  その結果については、以降の取組に反映し、PDCA サイクルによる取組の改善を図

るとともに、プラス・アクションの考え方に基づき、追加対策を講じていきます。 

 ⑴ 緩和策 

   緩和策においては、毎年度の、温室効果ガス排出量の部門別、再エネ・省エネ別

の削減見込量の進捗やモニタリング指標の進捗、主な取組内容に関係する事業の実

施状況に基づく進捗管理を行います。 
   実際の削減の進捗と、取組の進捗とを比較して全体としての取組効果を点検・評

価し、改善・充実が必要な事項について見直しを行い、目標達成を目指します。 
   なお、モニタリング指標についても、取組のより適切な進捗管理に向けて、必要

に応じて追加・見直しを図ります。 

 ⑵ 適応策 

   適応策においては、毎年度の気候変動やその影響に関する情報の収集、モニタリ

ング等により市域における影響を把握するとともに、対策を行う６分野の取組状況

を踏まえ、庁内横断的な連携体制の下、また、京都気候変動適応センターを核に、

大学や研究機関・関係機関とも連携しながら、中長期的な視点も含め、必要な対策

の充実を図っていきます。 

 ⑶ プラス・アクション 

   2050 年温室効果ガス排出量実質ゼロの達成には、対策を進化させるプラス・ア

クションが不可欠です。 

   そのため、地球温暖化対策を巡る国内外の情勢や最新の知見の積極的な把握を着

実に行うとともに、計画の進捗状況に基づくものとは別に、推進委員会からも意見

を頂きながら、計画に記載している推進方針や取組の枠に留まらず、新たな取組を

検討、実施します。 

 

年次報告書の作成・公表 

  条例の規定に基づき、市域からの温室効果ガス排出量や、地球温暖化対策計画に掲げる

緩和策と適応策の実施状況及びその評価等について「年次報告書」としてとりまとめ、広

く公表します。 
 
 

 

 

2 

3 
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前文（要約） 
  気候危機ともいえる時代に突入している中、将来の世代が夢を描ける豊かな京都を作り上げていくため、2050
年までに二酸化炭素排出量正味ゼロと生活の質の向上及び持続可能な経済の発展とが同時に達成される脱炭素社
会の実現を目指し、あらゆる主体と気候変動に対する危機感を共有し、地球温暖化、そして気候危機に覚悟を持っ
て立ち向かうことを決意し、この条例を制定する。        

本市の温室効果ガス排出量
の削減目標（第 4 条）  

 2030(令和 12)年度までに、  
 2013(平成 25)年度比で 
 40％以上削減 
   ※府市共通目標 

各主体の責務（第 5 条～第 8 条） 
京都市 
 ①  総合的な地球温暖化対策の策定・実施 
 ②  あらゆる主体の参加促進、意見の反映並びに 
  教育研究機関や国、国内外の自治体との連携 
 ③  あらゆる主体の自主的かつ積極的な取組を促進 
  するための気運の醸成と必要な措置の実施 
 ④  本市の事務事業における地球温暖化対策の推進 

事業者・市民 
 ・  自主的かつ積極的な地球温暖化対策の実施 
 ・  他の者の地球温暖化対策の促進に寄与 
エネルギー供給事業者 
 ・  本市への情報提供 
 ・  再生可能エネルギーの利用の拡大に資する取組 
 の実施 
観光旅行者その他の滞在者 
 ・  地球温暖化対策の実施 
 ・  市、事業者、市民などの取組への協力 

①  再生可能エネルギー利用設備の設置の促進、再生可能エネルギー電気等の購入の促進、 
再生可能エネルギー電気の安定供給に係る調査等 

②  省エネの促進 ③  建築物における省エネの促進  
④  環境マネジメントシステムの普及  ⑤  環境物品等の情報提供、優先購入促進 
⑥  自動車等の使用に伴う排出削減（公共交通の利用の促進等） 
⑦  森林整備、地域産木材をはじめ森林資源利用促進 
⑧  地産地消と京都の食文化を生かした環境と調和のとれた食生活の啓発 
⑨  市街地の緑化・農地の適切な保全の推進  ⑩  ごみの徹底した減量化   
⑪  ごみからのエネルギー回収の最大化  ⑫  削減量の取引の促進 
⑬  地球温暖化の防止に寄与する技術の研究開発の促進  ⑭  環境産業の育成及び振興 
⑮  効率的な事業活動と労働の普及  ⑯  環境教育   
⑰  市民・事業者等への情報提供、人材育成等 
⑱  地域コミュニティ単位での取組の促進   ⑲  観光旅行者その他の滞在者の取組の促進 
⑳  国、国内外の自治体、環境保全活動団体等との連携 
㉑  経済的措置に関する調査・研究  ㉒  代替フロン類の管理の適正化の促進 
㉓  気候変動影響を踏まえた自然災害の予防   ㉔  気候変動影響を踏まえた熱中症の予防  
㉕  気候変動適応に係る調査等 ㉖  気候変動適応に関する情報収集等を行う体制の確保 

重
点
施
策 (

第
11
条) 

「京都市地球温暖化対策条例」の概要 令和7年 12月時点 

 基本理念（第 3 条） 
  ①  事業活動及び日常生活において、二酸化炭素排出量正味ゼロが達成 
  されるよう社会経済システムの転換を図ること。 
  ②  本市、事業者、市民、環境保全活動団体及び観光旅行者その他の滞在 
  者が、脱炭素社会を実現することの重要性を認識し、それぞれの責務に 
  基づき、自主的かつ積極的に取り組むこと。 
  ③  地球温暖化対策を通じて、温室効果ガスの排出の抑制等を図るととも 
   に、社会及び経済の課題の解決に貢献すること。 

地球温暖化対策の定義（第 2 条） 

・ 温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化を図る施策【緩和策】 
・ 気候変動影響による被害の防止並びに軽減を図るための施策【適応策】 

 ①  市役所の実行計画の推進  ②  再生可能エネルギー電気等の購入 
 ③  環境マネジメントシステムの構築及び推進  ④  環境物品の調達 
 ⑤  公共事業に伴う地球温暖化対策 
 ⑥  公共施設の再生可能エネルギー利用、地域産木材利用、緑化推進 

京
都
市
の 

率
先
実
行 

年次報告 
（第 9 条) 

地球 

温暖化 

対策計画 
（第 10 条) 

施策の評価 

・見直し 

（第 73 条) 
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事業者 市民 

 再生可能エネルギー利用設備の設置、再生可能エネルギー電気等の購入（第 12 条） 

 自動車等に係る取組（エコドライブ、カーシェアリングの利用エコカーの購入）（第 18 条） 

エネルギー消費量の少ない役務の提供（第 14 条） 

 自動車使用を控え、徒歩、公共交通機関、自転車を利用（第 17 条）観 

 ごみの発生抑制及び再使用、徹底した減量化の推進（第 23 条）観 

建築物・敷地の緑化（第 21 条） 

★  特定排出機器のエネルギー効率等の表示と説明 
※ 照明設備、エアコン、テレビ、冷蔵庫、電気便座 

特定排出機器※の販売者（第 34 条） 

★  環境マネジメントシステムの導入 
☆  新車購入のうち一定割合のエコカー導入 
★  事業者排出量削減計画書・報告書の作成、提出 
★  計画書・報告書の総合評価と指導・助言 
    優良事業者の表彰 

※ エネルギー使用量が原油換算 1500kl 以上等の 
           温室効果ガス排出量の多い事業者 

雑則 （第 75 条～第 78 条）  
★は府市共通義務 ☆は本市独自義務  

市
民
・ 

事
業
者
等
の
努
力
義
務 (

第
12
～
31
条) 

 省エネの推進（第 13 条）観 

建築物の省エネの推進、省エネな建築物の選択（第 15 条） 
省エネな建築物の説明（第 15 条） 

環境マネジメントシステムの導入（第 16 条） 

 電気自動車等の充電設備の設置（第 19 条） 
 再配達の削減（第 20 条） 

 地産地消の促進と京都の食文化を活かした環境と調和のとれた食生活を営む努力（第 22 条）観 

環境技術の開発（第 24 条） 環境産業の振興（第 25 条） 
効率的な事業活動の推進（第 26 条） 従業者の環境教育（第 27 条） 

 金融機関による環境産業等の支援（第 28 条） 

環境に良いことをする日を定め、環境に配慮した行動を率先して実行 （第 30 条）観 
代替フロン類の管理の適正化（第 29 条） 

エコ通勤の促進（第 17 条） 

気候変動適応への関心と理解 （第 31 条） 
第 13、17、22、23、30 条の内容を適用（観を記した項目） 観光旅行者等の滞在者 

義
務
規
定  

★  新車購入者への自動車環境情報の説明 
☆  エコカー販売実績報告 

自動車販売事業者（第 35 条） 

特定事業者※（第 32、33、36～44 条） 

☆  エネルギー消費量等報告書の作成、提出 
☆  指導・助言 

※ 1,000m2 以上の事業用建築物の所有者 

準特定事業者※（第 45～47 条） 

★  建築物排出量削減計画書の作成、提出 
★  地域産木材の利用 
★  再生可能エネルギー利用設備の設置 
☆  京都環境配慮建築物基準(CASBEE 京都)に基づ  
  く評価と、結果の工事現場・販売広告への表示 

※ 延床面積 2,000 ㎡以上の新築又は増築される建築物 

特定建築物※（第 48～62 条） 

★  再生可能エネルギー利用設備の設置 
※ 300m2 以上 2,000m2 未満の新築又は増築される建築物 

準特定建築物※（第 63、64 条） 

★  建築主に対する再生可能エネルギー利用設備に 
関する、環境面や経済面のメリットの説明 

建築士（第 65、66 条） 

★  建築物及び敷地の緑化、緑化計画書の作成 
 ※ 敷地面積 1,000 ㎡の新築等の建築物 

特定緑化建築物※ （第 67～72 条） 

報告・資料の提出の要求、 立入調査・検査、届出違反等に対する勧告・公表 


